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議案第１号

平成３０年度石川県一般会計補正予算（第１号）

平成３０年度の石川県一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９，０６１，７８８千円を追加し、歳入歳出それぞれ

５５４，４１２，７８８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 平成３０年度石川県一般会計歳入歳出補正予算」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定による債務負担行為の変更及び追加は、

「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の変更及び追加は、「第

３表 地方債補正」による。

平成３０年５月２９日提出

石川県知事 谷 本 正 憲
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第１表 平成３０年度石川県一般会計歳入歳出補正予算

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

５ 地 方 交 付 税 １１６，８００，０００ ３，７００，０００ １２０，５００，０００

１ 地 方 交 付 税 １１６，８００，０００ ３，７００，０００ １２０，５００，０００

７
分 担 金 及 び
負 担 金

２，０９５，２７７ １，０３６，５３６ ３，１３１，８１３

１ 分 担 金 １３２，４６０ ３２，７５０ １６５，２１０

２ 負 担 金 １，９６２，８１７ １，００３，７８６ ２，９６６，６０３

８
使 用 料 及 び
手 数 料

７，７５４，２１９ １１０，５４８ ７，８６４，７６７

１ 使 用 料 ５，８６８，３８０ １０６，９１９ ５，９７５，２９９

２ 手 数 料 １，８８５，８３９ ３，６２９ １，８８９，４６８

９ 国 庫 支 出 金 ４５，５６４，８３８ ８，３２０，４２９ ５３，８８５，２６７

１ 国 庫 負 担 金 ２６，４５０，００２ １，４３５，１３４ ２７，８８５，１３６

２ 国 庫 補 助 金 １８，０１７，８１８ ６，６５９，３６３ ２４，６７７，１８１

３ 国 庫 委 託 金 １，０９７，０１８ ２２５，９３２ １，３２２，９５０

１０ 財 産 収 入 ４８８，０１０ ７５０ ４８８，７６０

１ 財 産 運 用 収 入 ２６７，５５２ ７５０ ２６８，３０２

１１ 寄 附 金 ５，０００ １，６００ ６，６００

１ 寄 附 金 ５，０００ １，６００ ６，６００

１２ 繰 入 金 １２，８３５，８２８ ７，１５９，２１４ １９，９９５，０４２

１ 特 別 会 計 繰 入 金 ３０８，８２４ ８６４，４７６ １，１７３，３００

２ 基 金 繰 入 金 １２，５２７，００４ ６，２９４，７３８ １８，８２１，７４２

１４ 諸 収 入 ４７，５８３，８２７ ５，５４７，７１１ ５３，１３１，５３８
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

３ 貸 付 金 元 利 収 入 ３５，１４５，３０１ １，１３７，０２４ ３６，２８２，３２５

４ 受 託 事 業 収 入 ４，８７２，０８３ ２，０２０，０００ ６，８９２，０８３

６ 雑 入 ３，５５２，７１２ ２，３９０，６８７ ５，９４３，３９９

１５ 県 債 ７１，４７５，０００ １３，１８５，０００ ８４，６６０，０００

１ 県 債 ７１，４７５，０００ １３，１８５，０００ ８４，６６０，０００

歳 入 合 計 ５１５，３５１，０００ ３９，０６１，７８８ ５５４，４１２，７８８
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 総 務 費 ７０，５２３，９３４ １，０８４，１７７ ７１，６０８，１１１

１ 総 務 管 理 費 ９，２０１，９９５ １，０３８，４１１ １０，２４０，４０６

５ 防 災 救 助 費 １，４４７，０７８ ４５，７６６ １，４９２，８４４

３ 企 画 振 興 費 ２７，１８０，２５０ １２４，８００ ２７，３０５，０５０

１ 企 画 振 興 費 ２７，１８０，２５０ １２４，８００ ２７，３０５，０５０

４
県 民 文 化
ス ポ ー ツ 費

４，５１８，１９０ １，８１５，８０９ ６，３３３，９９９

１ 県 民 費 １，１９１，０６０ ２６，２００ １，２１７，２６０

２ 文 化 ス ポ ー ツ 費 ３，３２７，１３０ １，７８９，６０９ ５，１１６，７３９

５ 健 康 福 祉 費 ８１，９１０，０５４ １，２０１，２５２ ８３，１１１，３０６

１ 高 齢 者 福 祉 費 ３２，４８８，０６２ ６４３，４４２ ３３，１３１，５０４

２ 子 育 て 福 祉 費 １３，１５１，９１４ ４６５，０６５ １３，６１６，９７９

３ 障 害 福 祉 費 １０，８２５，４５１ １１，５００ １０，８３６，９５１

４ 地 域 福 祉 費 １４，０８３，５７５ ３，０００ １４，０８６，５７５

５ 健 康 推 進 費 ４，７８０，１２９ １１，５００ ４，７９１，６２９

７ 医 薬 看 護 費 ６，３７９，００３ ６６，７４５ ６，４４５，７４８

６ 生 活 環 境 費 １，９８７，０６７ ３０３，７４５ ２，２９０，８１２

１ 生 活 環 境 費 １，９８７，０６７ ３０３，７４５ ２，２９０，８１２

７ 商 工 労 働 費 ３４，４２０，９８６ ６，２１４，２００ ４０，６３５，１８６

１ 商 工 費 ３２，７５０，５１１ ６，２０２，２００ ３８，９５２，７１１

２ 労 働 費 １，５８１，７７５ １２，０００ １，５９３，７７５

８ 観 光 費 ２，５７２，４４９ ３６２，９００ ２，９３５，３４９

１ 観 光 戦 略 推 進 費 ２，５７２，４４９ ３６２，９００ ２，９３５，３４９
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

９ 農林水産業費 ２６，０５２，８５０ ５，１１３，３８９ ３１，１６６，２３９

１ 農 業 費 １３，４５７，８８９ １，０３９，０５３ １４，４９６，９４２

２ 畜 産 業 費 ８５８，０６２ ５８，５９７ ９１６，６５９

３ 農 地 費 ５，６９５，６４１ ２，９２４，２３０ ８，６１９，８７１

４ 林 業 費 ４，０６８，８７３ ８１２，７８８ ４，８８１，６６１

５ 水 産 業 費 １，９７２，３８５ ２７８，７２１ ２，２５１，１０６

１０ 土 木 費 ４２，７８８，３７２ ２１，２７７，３００ ６４，０６５，６７２

１ 土 木 管 理 費 ３，３７０，１７３ ５，８００ ３，３７５，９７３

２ 道 路 橋 り ょ う 費 ２０，７７８，０８１ １１，５９３，２７３ ３２，３７１，３５４

３ 河 川 海 岸 費 ８，４３３，３６９ ２，８１０，３２１ １１，２４３，６９０

４ 港 湾 費 ２，６３５，５０５ ４，６９４，９２８ ７，３３０，４３３

５ 都 市 計 画 費 ５，５８８，７５７ ２，０８１，５０４ ７，６７０，２６１

６ 建 築 住 宅 費 １，９８２，４８７ ９１，４７４ ２，０７３，９６１

１１ 警 察 費 ２４，７１５，９１３ ４４２，０５９ ２５，１５７，９７２

１ 警 察 管 理 費 ２３，１３８，１０３ ２３７，６８７ ２３，３７５，７９０

２ 警 察 活 動 費 １，５７７，８１０ ２０４，３７２ １，７８２，１８２

１２ 教 育 費 １００，３０８，７６６ １，１２２，１５７ １０１，４３０，９２３

１ 教 育 総 務 費 １２，４７４，２６５ ６２，７８５ １２，５３７，０５０

３ 高 等 学 校 費 ２２，３７９，７１９ ９４６，７５６ ２３，３２６，４７５

４ 特 別 支 援 学 校 費 ８，２７３，１２１ ８３，４８３ ８，３５６，６０４

５ 社 会 教 育 費 ２，０００，０１７ ２９，１３３ ２，０２９，１５０

歳 出 合 計 ５１５，３５１，０００ ３９，０６１，７８８ ５５４，４１２，７８８
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第２表 債務負担行為補正

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
千円 千円

平 成３０年 度 道 路 建 設 費
自 平成３１年度
至 平成３３年度 ３，４８０，０００

自 平成３１年度
至 平成３３年度 ３，６８０，０００

平 成３０年 度 河 川 改 良 費 平 成 ３１ 年 度 １５０，０００
自 平成３１年度
至 平成３５年度 ３，５５０，０００

航空消防防 災 体 制 整 備 費
平 成 ３１ 年 度
平 成 ３２ 年 度 ２，９３４，０００

平成３０年度農業農村整備事業費
平 成 ３１ 年 度
平 成 ３２ 年 度 ９１０，０００

金 沢 港 機 能 強 化 整 備 費 平 成 ３１ 年 度 １，８６０，０００

兼六園下交差点周辺整備事業費
平 成 ３１ 年 度
平 成 ３２ 年 度 １，７２５，０００

平成３０年度公営住宅建設費 平 成 ３１ 年 度 ６４２，０００

交 番 等 建 設 費 平 成 ３１ 年 度 ４３，０００
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案
第
一
号

平
成
三
十
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算

地
方
債

（ ７ ）

第
３
表

地
方
債
補
正

起
債

の
目

的
補

正
前

補
正

後

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

自
然

環
境

費
６７
，０
００
普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行
８
．５
％
以
内

（
た
だ
し
、利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、県
財
政
そ
の
他
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
若

し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借
換

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１１
６
，０
００
普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行
８
．５
％
以
内

（
た
だ
し
、利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、県
財
政
そ
の
他
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
若

し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借
換

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

観
光

振
興

費
１５
８
，０
００

４０
６
，０
００

農
業
農
村
整
備
事
業
費

６７
１
，０
００

１
，２
７５
，０
００

農
地
防
災
事
業
費

１７
２
，０
００

３２
１
，０
００

国
直
轄
土
地
改
良
事
業
費

負
担

金
２３
６
，０
００

２７
３
，０
００

林
道

費
１４
２
，０
００

１８
３
，０
００

治
山

費
３６
５
，０
００

５４
４
，０
００

国
直
轄
治
山
事
業
費
負
担
金

５７
，０
００

７９
，０
００

漁
港

建
設

費
１１
８
，０
００

２１
５
，０
００

道
路

建
設

費
３
，８
２５
，０
００

６
，１
３８
，０
００

道
路

整
備

費
２
，０
４２
，０
００

４
，２
３７
，０
００

国
直
轄
道
路
事
業
費
負
担
金

２
，３
３９
，０
００

３
，５
１３
，０
００

河
川

改
良

費
１
，２
７５
，０
００

１
，９
１９
，０
００

千
円

千
円



議
案
第
一
号

平
成
三
十
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算

地
方
債

（ ８ ）

起
債

の
目

的
補

正
前

補
正

後

限
千
円

千
円

度
額

起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

河
川

整
備

費
３３
２
，０
００

４３
０
，０
００

砂
防
地
す
べ
り
対
策
費

８５
７
，０
００

１
，２
６７
，０
００

国
直
轄
砂
防
事
業
費
負
担
金

３２
０
，０
００

５０
２
，０
００

砂
防
地
す
べ
り
防
止
施
設

整
備

費
１６
３
，０
００

１９
６
，０
００

海
岸

保
全

費
２０
０
，０
００

２７
８
，０
００

国
直
轄
海
岸
事
業
費
負
担
金

１６
９
，０
００

２１
２
，０
００

港
湾

管
理

費
２９
０
，０
００

１
，７
１６
，０
００

国
直
轄
港
湾
事
業
費
負
担
金

６５
８
，０
００

７４
９
，０
００

街
路

事
業

費
２８
４
，０
００

５２
５
，０
００

都
市
計
画
整
備
費

４２
，０
００

５３
，０
００

公
園

整
備

費
４９
８
，０
００

８７
６
，０
００

公
営
住
宅
建
設
費

４５
２
，０
００

４６
７
，０
００

警
察

施
設

費
３９
０
，０
００

４９
３
，０
００

交
通
指
導
取
締
費

３１
５
，０
００

４１
９
，０
００



議
案
第
一
号

平
成
三
十
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算

地
方
債

（ ９ ）

高
等
学
校
整
備
費

９７
１
，０
００

１
，３
５０
，０
００

特
別
支
援
学
校
整
備
費

３８
６
，０
００

３９
０
，０
００

財
産

管
理

費
３５
，０
００

４８
，０
００

防
災

総
務

費
１１
，０
００

２６
，０
００

文
化

振
興

費
１４
７
，０
００

１
，１
９２
，０
００

ス
ポ
ー
ツ
振
興
費

２９
，０
００

２７
２
，０
００

農
業

振
興

費
１０
５
，０
００

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
費

７７
，０
００

要
介
護
高
齢
者
対
策
費

２９
０
，０
００

商
工

振
興

費
１
，０
００

工
業

試
験

場
費

４８
，０
００

計
７
１
，４
７
５
，０
０
０

８
４
，６
６
０
，０
０
０





議
案
第
二
号

平
成
三
十
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算

（１１）

議案第２号

平成３０年度石川県立中央病院事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成３０年度の石川県立中央病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成３０年度石川県立中央病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中!を次のとお

り補正する。

! 主要な建設改良事業

区 分 既決予定額 補正予定額 計

新 病 院 整 備 費 ４９４，０００千円 ４０２，２００千円 ８９６，２００千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「１，７２５，１４２千円」を「１，７２５，３４２千円」に、「１，１２９千円」を「１，３２９

千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 収 入 ２，８３４，４６２千円 ４０２，０００千円 ３，２３６，４６２千円

第１項 企 業 債 １，１９１，０００千円 ４０２，０００千円 １，５９３，０００千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 支 出 ４，５５９，６０４千円 ４０２，２００千円 ４，９６１，８０４千円

第１項 病 院 建 設 改 良 費 １，２２７，２６０千円 ４０２，２００千円 １，６２９，４６０千円

第４条 予算第１０条を予算第１１条とし、予算第６条から予算第９条までを１条ずつ繰り下げる。

（企業債）

第５条 予算第５条の表中「４９４，０００」を「８９６，０００」に改め、同条を予算第６条とする。

第６条 予算第４条の次に次の１条を加える。

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

平 成３０年 度
新病院整備費

平 成３１年 度 １，３３７，０００千円

平成３０年５月２９日提出

石川県知事 谷 本 正 憲





議
案
第
三
号

平
成
三
十
年
度
石
川
県
立
高
松
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算

（１３）

議案第３号

平成３０年度石川県立高松病院事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成３０年度の石川県立高松病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成３０年度石川県立高松病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中!を次のとお

り補正する。

! 主要な建設改良事業

区 分 既決予定額 補正予定額 計

管理診療棟整備費 － １２８，０００千円 １２８，０００千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 収 入 ３０７，７５３千円 １２８，０００千円 ４３５，７５３千円

第１項 企 業 債 １７８，０００千円 １２８，０００千円 ３０６，０００千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 支 出 ３９８，７０４千円 １２８，０００千円 ５２６，７０４千円

第１項 病 院 建 設 改 良 費 １８１，９００千円 １２８，０００千円 ３０９，９００千円

第４条 予算第１０条を予算第１１条とし、予算第６条から予算第９条までを１条ずつ繰り下げる。

（企業債）

第５条 予算第５条の表中「１，０００」を「１２９，０００」に改め、同条を予算第６条とする。

第６条 予算第４条の次に次の１条を加える。

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

管理診療棟整備
実施設計等費

平 成３１年 度 ６２，０００千円

平成３０年５月２９日提出

石川県知事 谷 本 正 憲





議
案
第
四
号

平
成
三
十
年
度
石
川
県
港
湾
土
地
造
成
事
業
会
計
補
正
予
算

（１５）

議案第４号

平成３０年度石川県港湾土地造成事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成３０年度の石川県港湾土地造成事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条 平成３０年度石川県港湾土地造成事業会計予算（以下「予算」という。）第４条を予算第５条

とする。

（資本的支出）

第３条 予算第３条の次に次の１条を加える。

第４条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的支出に伴い不足する額２，０００，０００

千円は、過年度分損益勘定留保資金１，１３５，５２４千円及び利益積立金８６４，４７６千円で補てんするも

のとする。）

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 支 出 － ２，０００，０００千円 ２，０００，０００千円

第１項 他会計借入金償還金 － １，１３５，５２４千円 １，１３５，５２４千円

第２項 利益積立金繰出金 － ８６４，４７６千円 ８６４，４７６千円

平成３０年５月２９日提出

石川県知事 谷 本 正 憲





議
案
第
五
号

平
成
三
十
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
補
正
予
算

（１７）

議案第５号

平成３０年度石川県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成３０年度の石川県水道用水供給事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（業務の予定量）

第２条 平成３０年度石川県水道用水供給事業会計予算（以下「予算」という。）第２条中!を次のと

おり補正する。

区 分 既決予定額 補正予定額 計

! 主要な建設改良事業

送水施設建設改良
事 業 費

２，５２０，０００千円 ２，０２０，０００千円 ４，５４０，０００千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 収 入 ２，０３１，８０６千円 ２，０２０，０００千円 ４，０５１，８０６千円

第１項 企 業 債 ２，０２０，０００千円 ２，０２０，０００千円 ４，０４０，０００千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 資 本 的 支 出 ６，０９５，０００千円 ２，０２０，０００千円 ８，１１５，０００千円

第１項 建 設 改 良 費 ２，７８２，５０８千円 ２，０２０，０００千円 ４，８０２，５０８千円

（企業債）

第４条 予算第６条の表中

「
送水施設建設改良
事 業 費

２，０２０，０００ を

「
送水施設建設改良
事 業 費

４，０４０，０００

」

に改める。

」

千円 千円

平成３０年５月２９日提出

石川県知事 谷 本 正 憲





議
案
第
六
号

「
建
設
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
市
町
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

（１９）

議
案
第
６
号

「
建
設
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
市
町
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
」
の
議
決
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

昭
和
３
９
年
第
１
回
石
川
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
議
決
第
２
１
号
「
建
設
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
市
町
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
」
の
う
ち
、
そ
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

平
成
３
０
年
５
月
２
９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
対
象
事
業
及
び
負
担
率
の
表
土
地
改
良
の
項
中

「

ほ
場

整
備

事
業

１
／５

中
山
間
地
域
で
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
１
．５
／１
０

を

」

「

ほ
場

整
備

事
業

１
／５

中
山
間
地
域
で
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
１
．５
／１
０

機
構
関
連
型
で
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
１
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（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 八 条 第 二 項 及 び 第 三 項 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め る 。

第 四 十 三 条 中 「 の 者 」 を 「 に 掲 げ る 者 」 に 、 「 あ わ せ て 」 を 「 併 せ て 」 に 改 め る 。

第 八 十 三 条 に 次 の 三 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 製 造 た ば こ （ 加 熱 式 た ば こ を 除 く 。 ） の 本 数 は 、 紙 巻 た ば こ の 本 数 に よ る も の と し 、

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 製 造 た ば こ の 本 数 の 算 定 に つ い て は 、 同 欄 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 定 め る 重 量 を も つ て 紙 巻 た ば こ の 一 本 に 換 算 す る も の と す る 。

区 分 重 量

一 喫 煙 用 の 製 造 た ば こ

イ 葉 巻 た ば こ

ロ パ イ プ た ば こ

ハ 刻 み た ば こ

一 グ ラ ム

一 グ ラ ム

二 グ ラ ム

二 か み 用 の 製 造 た ば こ 二 グ ラ ム

三 か ぎ 用 の 製 造 た ば こ 二 グ ラ ム

３ 加 熱 式 た ば こ に 係 る 第 一 項 の 製 造 た ば こ の 本 数 は 、 法 第 七 十 四 条 の 四 第 三 項 第 一 号 に 掲 げ る

方 法 に よ り 換 算 し た 紙 巻 た ば こ の 本 数 に 〇 ・ 八 を 乗 じ て 計 算 し た 紙 巻 た ば こ の 本 数 、 同 項 第 二

号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 換 算 し た 紙 巻 た ば こ の 本 数 に 〇 ・ 二 を 乗 じ て 計 算 し た 紙 巻 た ば こ の 本 数

及 び 同 項 第 三 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 換 算 し た 紙 巻 た ば こ の 本 数 に 〇 ・ 二 を 乗 じ て 計 算 し た 紙 巻

た ば こ の 本 数 の 合 計 数 に よ る も の と す る 。

４ 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ れ ら の 規 定 に よ り 重 量 又 は 金 額 を 本 数 に 換 算 す る 場 合 の 計 算

そ の 他 こ れ ら の 規 定 の 適 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 令 第 三 十 九 条 の 九 の 二 で 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 八 十 四 条 中 「 八 百 六 十 円 」 を 「 九 百 三 十 円 」 に 改 め る 。

附 則 第 七 条 第 三 項 中 「 第 三 十 七 条 の 七 」 を 「 第 三 十 七 条 の 六 」 に 、 「 第 三 十 七 条 の 九 の 四 又 は

議 案 第 七 号

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 年 五 月 二 十 九 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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第 三 十 七 条 の 九 の 五 」 を 「 第 三 十 七 条 の 八 又 は 第 三 十 七 条 の 九 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 二 条 の 四 第 二 項 中 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 三 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改

め る 。

第 二 条 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 十 三 条 第 三 項 中 「 〇 ・ 八 」 を 「 〇 ・ 六 」 に 、 「 〇 ・ 二 」 を 「 〇 ・ 四 」 に 改 め る 。

第 百 三 十 九 条 第 一 項 第 二 号 中 「 号 及 び 第 百 四 十 四 条 の 十 第 一 項 」 を 「 節 」 に 改 め る 。

第 百 四 十 一 条 第 二 項 中 「 環 境 性 能 割 の 」 を 「 前 二 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 環 境 性 能 割 の 」 に 、 「 前

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に

次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 環 境 性 能 割 の 納 税 義 務 者 は 、 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 （ 平 成

十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用

し て 新 規 登 録 又 は 移 転 登 録 の 申 請 を 行 い 、 併 せ て 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の

利 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定

す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 第 百 三 十 九 条 第 一 項 又 は 前 条 の 規 定 に よ る 申 告 書 の 提 出 を 行

う 場 合 に は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 証 紙 に 代 え て 、 同 項 の 環 境 性 能 割 額 （ 当 該 環 境

性 能 割 額 に 係 る 延 滞 金 額 を 含 む 。 ） に 相 当 す る 現 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

第 百 四 十 四 条 の 九 第 三 項 中 「 次 条 第 一 項 」 を 「 第 百 四 十 四 条 の 十 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に

次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 種 別 割 の 徴 収 の 方 法 の 特 例 ）

第 百 四 十 四 条 の 九 の 二 納 税 者 が 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 第 三 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 新 規 登 録 の 申 請 を 行 い 、 併 せ

て 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同

項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 の 提 出 を 行 う 場 合 に

は 、 前 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 納 税 者 が 当 該 登 録 の 申 請 を し た 際 に 、 当

該 登 録 の 申 請 に 係 る 自 動 車 に 対 し て 課 す る 種 別 割 を 省 令 第 九 条 の 十 六 に 規 定 す る 方 法 に よ り 徴

収 す る 。

第 三 条 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 九 条 第 一 項 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 こ の 節 」 の 下 に 「 （ 第

五 十 二 条 第 二 項 及 び 第 三 項 を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。

第 五 十 二 条 中 「 申 告 書 」 を 「 規 定 に よ る 申 告 書 （ 次 項 及 び 第 三 項 第 一 号 に お い て 「 納 税 申 告 書 」

と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

２ 特 定 法 人 で あ る 内 国 法 人 （ 法 第 二 十 三 条 第 一 項 第 三 号 イ に 規 定 す る 内 国 法 人 を い う 。 ） は 、

納 税 申 告 書 に よ り 行 う こ と と さ れ 、 又 は 納 税 申 告 書 に 法 若 し く は こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ

り 納 税 申 告 書 に 添 付 す べ き も の と さ れ て い る 書 類 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 添 付 書 類 」 と い う 。 ）
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を 添 付 し て 行 う こ と と さ れ て い る 法 人 の 県 民 税 の 申 告 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 納 税 申 告 書 に 記 載 す べ き も の と さ れ て い る 事 項 又 は 添 付 書 類 に 記

載 す べ き も の と さ れ 、 若 し く は 記 載 さ れ て い る 事 項 を 、 法 第 七 百 六 十 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 地

方 税 関 係 手 続 用 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し 、 か つ 、 地 方 税 共 同 機 構 を 経 由 し て 行 う 方 法 そ の 他

省 令 で 定 め る 方 法 に よ り 知 事 に 提 供 す る こ と に よ り 、 行 わ な け れ ば な ら な い 。

３ 前 項 に 規 定 す る 特 定 法 人 と は 、 次 に 掲 げ る 法 人 を い う 。

一 納 税 申 告 書 に 係 る 事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 開 始 の 日 （ 法 第 五 十 二 条 第 二 項 第 四 号 に 掲 げ

る 公 共 法 人 等 に あ つ て は 、 前 年 四 月 一 日 ） 現 在 に お け る 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 が 一 億 円

を 超 え る 法 人

二 保 険 業 法 に 規 定 す る 相 互 会 社

三 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 九 十 八 号 ） 第 二 条 第 十 二 項 に

規 定 す る 投 資 法 人 （ 第 一 号 に 掲 げ る 法 人 を 除 く 。 ）

四 資 産 の 流 動 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 百 五 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 特 定 目 的 会

社 （ 第 一 号 に 掲 げ る 法 人 を 除 く 。 ）

第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ 中 「 個 人 、 」 の 下 に 「 投 資 法 人 （ 」 を 加 え 、 「 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第

百 九 十 八 号 ） 」 を 削 り 、 「 投 資 法 人 、 」 を 「 投 資 法 人 を い う 。 第 六 十 条 第 四 項 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） 、

特 定 目 的 会 社 （ 」 に 改 め 、 「 （ 平 成 十 年 法 律 第 百 五 号 ） 」 を 削 り 、 「 特 定 目 的 会 社 」 の 下 に 「 を い う 。

第 六 十 条 第 四 項 第 四 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 六 十 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 法 人 の 事 業 税 の 申 告 納 付 ）

第 六 十 条 事 業 税 の 納 税 義 務 が あ る 法 人 は 、 法 第 七 十 二 条 の 二 十 五 、 第 七 十 二 条 の 二 十 六 、 第 七

十 二 条 の 二 十 八 及 び 第 七 十 二 条 の 二 十 九 の 規 定 に よ る 申 告 書 （ 次 項 に お い て 「 申 告 書 」 と い

う 。 ） 並 び に 法 第 七 十 二 条 の 三 十 一 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ る 修 正 申 告 書 （ 以 下 こ の 条 に

お い て 「 納 税 申 告 書 」 と 総 称 す る 。 ） 並 び に 法 又 は こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 納 税 申 告 書

に 添 付 す べ き も の と さ れ て い る 書 類 （ 第 三 項 に お い て 「 添 付 書 類 」 と い う 。 ） を 知 事 に 提 出 し 、

並 び に そ の 申 告 し た 事 業 税 額 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

２ 事 業 税 の 納 税 義 務 が あ る 法 人 は 、 申 告 書 の 提 出 期 限 後 に お い て も 第 六 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す

る 決 定 の 通 知 が あ る ま で は 、 申 告 書 を 提 出 し 、 及 び そ の 申 告 し た 事 業 税 額 を 納 付 す る こ と が で

き る 。

３ 特 定 法 人 で あ る 内 国 法 人 （ 法 第 七 十 二 条 の 十 九 に 規 定 す る 内 国 法 人 を い う 。 ） は 、 納 税 申 告

書 に よ り 行 う こ と と さ れ 、 又 は 納 税 申 告 書 に 添 付 書 類 を 添 付 し て 行 う こ と と さ れ て い る 法 人 の

事 業 税 の 申 告 に つ い て は 、 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 納 税 申 告

書 に 記 載 す べ き も の と さ れ て い る 事 項 又 は 添 付 書 類 に 記 載 す べ き も の と さ れ 、 若 し く は 記 載 さ

れ て い る 事 項 を 、 法 第 七 百 六 十 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 地 方 税 関 係 手 続 用 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使
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用 し 、 か つ 、 地 方 税 共 同 機 構 を 経 由 し て 行 う 方 法 そ の 他 省 令 で 定 め る 方 法 に よ り 知 事 に 提 供 す

る こ と に よ り 、 行 わ な け れ ば な ら な い 。

４ 前 項 に 規 定 す る 特 定 法 人 と は 、 次 に 掲 げ る 法 人 を い う 。

一 納 税 申 告 書 に 係 る 事 業 年 度 開 始 の 日 現 在 に お け る 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 が 一 億 円 を 超

え る 法 人

二 保 険 業 法 に 規 定 す る 相 互 会 社

三 投 資 法 人 （ 第 一 号 に 掲 げ る 法 人 を 除 く 。 ）

四 特 定 目 的 会 社 （ 第 一 号 に 掲 げ る 法 人 を 除 く 。 ）

第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 （ 昭 和 三 十 年 法 律

第 三 十 七 号 ） 」 を 削 る 。

第 六 十 七 条 の 六 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 地 方 税 関 係 手 続 用 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 告 の 特 例 ）

第 六 十 七 条 の 六 の 二 特 定 法 人 （ 消 費 税 法 第 四 十 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 法 人 を い う 。 ）

で あ る 事 業 者 （ 前 条 各 項 の 事 業 者 に 限 る 。 ） は 、 同 条 の 規 定 に よ り 、 同 条 各 項 の 規 定 に よ る 申

告 書 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 納 税 申 告 書 等 」 と い う 。 ） に よ り 行 う こ と と さ れ て い る 譲 渡 割 の

申 告 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 納 税 申 告 書 等 に 記 載

す べ き も の と さ れ て い る 事 項 を 、 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 法 第 七 百 六 十 二 条 第 一 号 に 規 定

す る 地 方 税 関 係 手 続 用 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し 、 か つ 、 地 方 税 共 同 機 構 を 経 由 し て 行 う 方 法

そ の 他 省 令 で 定 め る 方 法 に よ り 知 事 に 提 供 す る こ と に よ り 、 行 わ な け れ ば な ら な い 。

第 八 十 三 条 第 三 項 中 「 〇 ・ 六 」 を 「 〇 ・ 四 」 に 、 「 〇 ・ 四 を 」 を 「 〇 ・ 六 を 」 に 改 め る 。

第 八 十 四 条 中 「 九 百 三 十 円 」 を 「 千 円 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 条 の 三 第 一 項 後 段 を 次 の よ う に 改 め る 。

こ の 場 合 に お い て 、 第 六 十 七 条 の 六 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 告 に 係 る 同 条 第 一 項 及

び 第 二 項 並 び に 第 六 十 七 条 の 六 の 二 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同

表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。

第 六 十 七 条 の 六 第 一

項 及 び 第 二 項

知 事 税 務 署 長

第 六 十 七 条 の 六 の 二 前 条 各 項 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項

） は 、 同 条 ） は 、 同 条 第 一 項 又 は 第 二 項

同 条 各 項 同 条 第 一 項 又 は 第 二 項

に つ い て は 、 前 条 に つ い て は 、 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項

、 法 第 七 百 六 十 二 条 第 一

号 に 規 定 す る 地 方 税 関 係

手 続 用 電 子 情 報 処 理 組 織

あ ら か じ め 税 務 署 長 に 届 け 出 て 行 う 電

子 情 報 処 理 組 織 （ 国 税 庁 の 使 用 に 係 る

電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 ） と そ
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を 使 用 し 、 か つ 、 地 方 税

共 同 機 構 を 経 由 し て 行 う

方 法 そ の 他 省 令 で 定 め る

方 法 に よ り 知 事 に

の 申 告 を す る 事 業 者 の 使 用 に 係 る 電 子

計 算 機 と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電

子 情 報 処 理 組 織 を い う 。 ） を 使 用 す る 方

法 と し て 省 令 で 定 め る 方 法 に よ り

第 四 条 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 十 三 条 第 三 項 中 「 〇 ・ 四 を 」 を 「 〇 ・ 二 を 」 に 、 「 〇 ・ 六 」 を 「 〇 ・ 八 」 に 改 め る 。

第 八 十 四 条 中 「 千 円 」 を 「 千 七 十 円 」 に 改 め る 。

第 五 条 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 十 三 条 第 三 項 中 「 第 七 十 四 条 の 四 第 三 項 第 一 号 」 の 下 に 「 及 び 第 二 号 」 を 加 え 、 「 紙 巻 た

ば こ の 本 数 に 〇 ・ 二 を 乗 じ て 計 算 し た 紙 巻 た ば こ の 本 数 、 同 項 第 二 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 換 算 し

た 紙 巻 た ば こ の 本 数 に 〇 ・ 八 を 乗 じ て 計 算 し た 紙 巻 た ば こ の 本 数 及 び 同 項 第 三 号 に 掲 げ る 方 法 に

よ り 換 算 し た 紙 巻 た ば こ の 本 数 に 〇 ・ 八 を 乗 じ て 計 算 し た 」 を 削 る 。

（ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 七 項 中 「 は 、 二 十 八 年 新 条 例 」 を 「 は 、 石 川 県 税 条 例 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 平 成 三

十 一 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 一 年 九 月 三 十 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 七 項 中 「 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 」 を 「 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日 」 に 、 「 二 百 四 円 」 を 「 二

百 七 十 四 円 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 八 項 の 表 附 則 第 九 項 の 項 中 「 平 成 三 十 一 年 四 月 三 十 日 」 を 「 平 成 三 十 一 年 十 月 三 十 一

日 」 に 改 め 、 同 表 附 則 第 十 項 の 項 中 「 平 成 三 十 一 年 九 月 三 十 日 」 を 「 平 成 三 十 二 年 三 月 三 十 一 日 」

に 改 め る 。

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 八 項 及 び 第 九 項 中 「 新 条 例 」 を 「 改 正 後 の 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日

か ら 施 行 す る 。

一 第 一 条 中 石 川 県 税 条 例 第 八 十 三 条 に 三 項 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 同 条 例 第 八 十 四 条 の 改 正 規 定

並 び に 第 六 条 並 び に 附 則 第 五 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 平 成 三 十 年 十 月 一 日

二 第 一 条 中 石 川 県 税 条 例 第 四 十 三 条 の 改 正 規 定 及 び 同 条 例 附 則 第 七 条 第 三 項 の 改 正 規 定 平 成

三 十 一 年 一 月 一 日
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三 第 二 条 並 び に 附 則 第 十 一 項 、 第 二 十 五 項 及 び 第 二 十 六 項 の 規 定 平 成 三 十 一 年 十 月 一 日

四 第 三 条 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 並 び に 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 平 成 三

十 二 年 四 月 一 日

五 第 三 条 中 石 川 県 税 条 例 第 八 十 三 条 第 三 項 及 び 第 八 十 四 条 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 十 二 項 か ら

第 十 七 項 ま で の 規 定 平 成 三 十 二 年 十 月 一 日

六 第 四 条 及 び 附 則 第 十 八 項 か ら 第 二 十 三 項 ま で の 規 定 平 成 三 十 三 年 十 月 一 日

七 第 五 条 及 び 附 則 第 二 十 四 項 の 規 定 平 成 三 十 四 年 十 月 一 日

（ 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 前 項 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 以 下 「 三 十 二 年 新 条 例 」 と い う 。 ） 第

五 十 二 条 の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 及 び

同 日 以 後 に 開 始 す る 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度

分 の 法 人 の 県 民 税 及 び 同 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。

（ 事 業 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 三 十 二 年 新 条 例 第 六 十 条 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す る

事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 地 方 消 費 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

４ 三 十 二 年 新 条 例 附 則 第 十 条 の 三 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 三 十 二 年 新 条 例 第 六 十

七 条 の 六 の 二 の 規 定 は 、 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 七 十 二 条 の 七 十 八 第 三

項 に 規 定 す る 課 税 期 間 が 附 則 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す る 場 合 に つ い て

適 用 し 、 当 該 課 税 期 間 が 同 日 前 に 開 始 し た 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 県 た ば こ 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

５ 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 附 則 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 に 課 し た 、 又 は 課

す べ き で あ っ た 県 た ば こ 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６ 平 成 三 十 年 十 月 一 日 前 に 石 川 県 税 条 例 第 八 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 売 渡 し 又 は 同 条 第 二 項 に 規

定 す る 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 （ 同 条 例 第 八 十 五 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 売 渡 し を 除

く 。 以 下 「 売 渡 し 等 」 と い う 。 ） が 行 わ れ た 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律

第 三 号 。 以 下 「 平 成 三 十 年 改 正 法 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 第 七 十 四 条 第 一 号 に 規 定

す る 製 造 た ば こ （ 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ）

附 則 第 六 項 に 規 定 す る 紙 巻 た ば こ 三 級 品 を 除 く 。 以 下 こ の 項 か ら 附 則 第 十 項 ま で に お い て 「 製 造

た ば こ 」 と い う 。 ） を 同 日 に 販 売 の た め 所 持 す る 石 川 県 税 条 例 第 八 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 卸 売

販 売 業 者 等 （ 以 下 「 卸 売 販 売 業 者 等 」 と い う 。 ） 又 は 平 成 三 十 年 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 地 方 税 法 第 七 十 四 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 小 売 販 売 業 者 （ 以 下 「 小 売 販 売 業 者 」 と い う 。 ）
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が あ る 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 者 が 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 七 号 ）

附 則 第 五 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該 製 造 た ば こ を 同 日 に こ れ ら の

者 の 製 造 た ば こ の 製 造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て 同 項 の 規 定 に よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る こ と

と な る と き は 、 こ れ ら の 者 が 卸 売 販 売 業 者 等 と し て 当 該 製 造 た ば こ を 同 日 に 小 売 販 売 業 者 に 売 り

渡 し た も の と み な し て 、 県 た ば こ 税 を 課 す る 。 こ の 場 合 に お け る 県 た ば こ 税 の 課 税 標 準 は 、 当 該

売 り 渡 し た も の と み な さ れ る 製 造 た ば こ の 本 数 と し 、 当 該 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 七 十

円 と す る 。

７ 前 項 に 規 定 す る 者 は 、 当 該 製 造 た ば こ の 貯 蔵 場 所 又 は 当 該 製 造 た ば こ を 直 接 管 理 す る 小 売 販 売

業 者 の 営 業 所 ご と に 、 平 成 三 十 年 改 正 法 附 則 第 十 条 第 三 項 に 規 定 す る 申 告 書 を 平 成 三 十 年 十 月 三

十 一 日 ま で に 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

８ 前 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 し た 者 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 ま で に 、 当 該 申 告 書 に 記 載 し

た 平 成 三 十 年 改 正 法 附 則 第 十 条 第 三 項 第 二 号 に 掲 げ る 道 府 県 た ば こ 税 額 に 相 当 す る 金 額 を 納 付 し

な け れ ば な ら な い 。

９ 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ り 県 た ば こ 税 を 課 す る 場 合 に は 、 同 項 か ら 前 項 ま で に 規 定 す る も の の ほ

か 、 附 則 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 の 規 定 中 県 た ば こ 税 に 関 す る 部

分 （ 同 条 例 第 八 十 三 条 第 一 項 、 第 八 十 四 条 、 第 八 十 五 条 、 第 八 十 六 条 の 二 、 第 八 十 六 条 の 五 及 び

第 八 十 六 条 の 六 の 規 定 を 除 く 。 ） を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条 例

の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。

第 八 十 三 条 第 二 項 前 項 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 平 成 三 十 年 石 川 県 条 例 第 号 。

以 下 こ の 節 に お い て 「 平 成 三 十 年 改 正

条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 六 項

第 八 十 三 条 第 三 項 第 一 項 平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 六 項

第 八 十 六 条 の 三 第 一 項 前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で

の 規 定 に よ つ て 申 告 書

平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定

に よ つ て 申 告 書

前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で

の 規 定 に よ つ て 申 告 納 付 す

る

平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 及 び 第

八 項 の 規 定 に よ つ て 申 告 納 付 す る

第 八 十 六 条 の 三 第 二 項 前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項

１
０ 卸 売 販 売 業 者 等 が 、 販 売 契 約 の 解 除 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 小 売 販 売 業 者 に 売 り 渡 し

た 製 造 た ば こ の う ち 、 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ り 県 た ば こ 税 を 課 さ れ た 、 又 は 課 さ れ る べ き も の の

返 還 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 県 た ば こ 税 に 相 当 す る 金 額 を 、 石 川 県 税 条 例 第 八 十 六 条 の 五 の 規 定

に 準 じ て 、 同 条 の 規 定 に よ る 当 該 製 造 た ば こ に つ き 納 付 さ れ た 、 又 は 納 付 さ れ る べ き 県 た ば こ 税

額 に 相 当 す る 金 額 に 係 る 控 除 又 は 還 付 に 併 せ て 、 当 該 卸 売 販 売 業 者 等 に 係 る 県 た ば こ 税 額 か ら 控

除 し 、 又 は 当 該 卸 売 販 売 業 者 等 に 還 付 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 卸 売 販 売 業 者 等 が 同 条 例 第
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八 十 六 条 の 二 各 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す べ き 申 告 書 に は 、 地 方 税 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 省 令 （ 平 成 三 十 年 総 務 省 令 第 二 十 四 号 ） 附 則 第 五 条 第 三 項 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 返 還 に

係 る 製 造 た ば こ の 品 目 ご と の 本 数 に つ い て の 明 細 を 記 載 し た 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

１
１ 附 則 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 に 課 し た 、 又 は 課 す べ き で あ っ た 県 た ば こ 税 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

１
２ 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 附 則 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 に 課 し た 、 又 は 課

す べ き で あ っ た 県 た ば こ 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

１
３ 平 成 三 十 二 年 十 月 一 日 前 に 売 渡 し 等 が 行 わ れ た 平 成 三 十 年 改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の

地 方 税 法 第 七 十 四 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 製 造 た ば こ （ 以 下 「 製 造 た ば こ 」 と い う 。 ） を 同 日

に 販 売 の た め 所 持 す る 卸 売 販 売 業 者 等 又 は 小 売 販 売 業 者 が あ る 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 者 が 所 得

税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 五 十 一 条 第 九 項 の 規 定 に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該

製 造 た ば こ を 同 日 に こ れ ら の 者 の 製 造 た ば こ の 製 造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て 同 項 の 規 定 に

よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る こ と と な る と き は 、 こ れ ら の 者 が 卸 売 販 売 業 者 等 と し て 当 該 製 造 た ば こ

を 同 日 に 小 売 販 売 業 者 に 売 り 渡 し た も の と み な し て 、 県 た ば こ 税 を 課 す る 。 こ の 場 合 に お け る 県

た ば こ 税 の 課 税 標 準 は 、 当 該 売 り 渡 し た も の と み な さ れ る 製 造 た ば こ の 本 数 と し 、 当 該 県 た ば こ

税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 七 十 円 と す る 。

１
４ 前 項 に 規 定 す る 者 は 、 当 該 製 造 た ば こ の 貯 蔵 場 所 又 は 当 該 製 造 た ば こ を 直 接 管 理 す る 小 売 販 売

業 者 の 営 業 所 ご と に 、 平 成 三 十 年 改 正 法 附 則 第 十 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 申 告 書 を 平 成 三 十 二 年 十

一 月 二 日 ま で に 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

１
５ 前 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 し た 者 は 、 平 成 三 十 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 、 当 該 申 告 書 に 記

載 し た 平 成 三 十 年 改 正 法 附 則 第 十 二 条 第 三 項 第 二 号 に 掲 げ る 道 府 県 た ば こ 税 額 に 相 当 す る 金 額 を

納 付 し な け れ ば な ら な い 。

１
６ 附 則 第 十 三 項 の 規 定 に よ り 県 た ば こ 税 を 課 す る 場 合 に は 、 同 項 か ら 前 項 ま で に 規 定 す る も の の

ほ か 、 附 則 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 の 規 定 中 県 た ば こ 税 に 関 す る

部 分 （ 同 条 例 第 八 十 三 条 第 一 項 、 第 八 十 四 条 、 第 八 十 五 条 、 第 八 十 六 条 の 二 、 第 八 十 六 条 の 五 及

び 第 八 十 六 条 の 六 の 規 定 を 除 く 。 ） を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条

例 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。

第 八 十 三 条 第 二 項 前 項 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 平 成 三 十 年 石 川 県 条 例 第 号 。

以 下 こ の 節 に お い て 「 平 成 三 十 年 改 正

条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 十 三 項

第 八 十 三 条 第 三 項 第 一 項 平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 十 三 項

第 八 十 六 条 の 三 第 一 項 前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で

の 規 定 に よ つ て 申 告 書

平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 十 四 項 の 規

定 に よ つ て 申 告 書
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前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で

の 規 定 に よ つ て 申 告 納 付 す

る

平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 十 四 項 及 び

第 十 五 項 の 規 定 に よ つ て 申 告 納 付 す る

第 八 十 六 条 の 三 第 二 項 前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 十 四 項

１
７ 卸 売 販 売 業 者 等 が 、 販 売 契 約 の 解 除 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 小 売 販 売 業 者 に 売 り 渡 し

た 製 造 た ば こ の う ち 、 附 則 第 十 三 項 の 規 定 に よ り 県 た ば こ 税 を 課 さ れ た 、 又 は 課 さ れ る べ き も の

の 返 還 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 県 た ば こ 税 に 相 当 す る 金 額 を 、 石 川 県 税 条 例 第 八 十 六 条 の 五 の 規

定 に 準 じ て 、 同 条 の 規 定 に よ る 当 該 製 造 た ば こ に つ き 納 付 さ れ た 、 又 は 納 付 さ れ る べ き 県 た ば こ

税 額 に 相 当 す る 金 額 に 係 る 控 除 又 は 還 付 に 併 せ て 、 当 該 卸 売 販 売 業 者 等 に 係 る 県 た ば こ 税 額 か ら

控 除 し 、 又 は 当 該 卸 売 販 売 業 者 等 に 還 付 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 卸 売 販 売 業 者 等 が 同 条 例

第 八 十 六 条 の 二 各 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す べ き 申 告 書 に は 、 地 方 税 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 省 令 （ 平 成 三 十 年 総 務 省 令 第 二 十 五 号 ） 附 則 第 四 条 第 三 項 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 返 還

に 係 る 製 造 た ば こ の 品 目 ご と の 本 数 に つ い て の 明 細 を 記 載 し た 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

１
８ 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 附 則 第 一 項 第 六 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 に 課 し た 、 又 は 課

す べ き で あ っ た 県 た ば こ 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

１
９ 平 成 三 十 三 年 十 月 一 日 前 に 売 渡 し 等 が 行 わ れ た 製 造 た ば こ を 同 日 に 販 売 の た め 所 持 す る 卸 売 販

売 業 者 等 又 は 小 売 販 売 業 者 が あ る 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 者 が 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

附 則 第 五 十 一 条 第 十 一 項 の 規 定 に よ り 製 造 た ば こ の 製 造 者 と し て 当 該 製 造 た ば こ を 同 日 に こ れ ら

の 者 の 製 造 た ば こ の 製 造 場 か ら 移 出 し た も の と み な し て 同 項 の 規 定 に よ り た ば こ 税 を 課 さ れ る こ

と と な る と き は 、 こ れ ら の 者 が 卸 売 販 売 業 者 等 と し て 当 該 製 造 た ば こ を 同 日 に 小 売 販 売 業 者 に 売

り 渡 し た も の と み な し て 、 県 た ば こ 税 を 課 す る 。 こ の 場 合 に お け る 県 た ば こ 税 の 課 税 標 準 は 、 当

該 売 り 渡 し た も の と み な さ れ る 製 造 た ば こ の 本 数 と し 、 当 該 県 た ば こ 税 の 税 率 は 、 千 本 に つ き 七

十 円 と す る 。

２
０ 前 項 に 規 定 す る 者 は 、 当 該 製 造 た ば こ の 貯 蔵 場 所 又 は 当 該 製 造 た ば こ を 直 接 管 理 す る 小 売 販 売

業 者 の 営 業 所 ご と に 、 平 成 三 十 年 改 正 法 附 則 第 十 三 条 第 三 項 に 規 定 す る 申 告 書 を 平 成 三 十 三 年 十

一 月 一 日 ま で に 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２
１ 前 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 し た 者 は 、 平 成 三 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 、 当 該 申 告 書 に 記

載 し た 平 成 三 十 年 改 正 法 附 則 第 十 三 条 第 三 項 第 二 号 に 掲 げ る 道 府 県 た ば こ 税 額 に 相 当 す る 金 額 を

納 付 し な け れ ば な ら な い 。

２
２ 附 則 第 十 九 項 の 規 定 に よ り 県 た ば こ 税 を 課 す る 場 合 に は 、 同 項 か ら 前 項 ま で に 規 定 す る も の の

ほ か 、 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 の 規 定 中 県 た ば こ 税 に 関 す る 部 分 （ 同 条 例 第 八

十 三 条 第 一 項 、 第 八 十 四 条 、 第 八 十 五 条 、 第 八 十 六 条 の 二 、 第 八 十 六 条 の 五 及 び 第 八 十 六 条 の 六

の 規 定 を 除 く 。 ） を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 同 条 例 の 規 定 中 同 表 の

中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。



議
案
第
七
号

石
川
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（３０）

第 八 十 三 条 第 二 項 前 項 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 平 成 三 十 年 石 川 県 条 例 第 号 。

以 下 こ の 節 に お い て 「 平 成 三 十 年 改 正

条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 十 九 項

第 八 十 三 条 第 三 項 第 一 項 平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 十 九 項

第 八 十 六 条 の 三 第 一 項 前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で

の 規 定 に よ つ て 申 告 書

平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 二 十 項 の 規

定 に よ つ て 申 告 書

前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で

の 規 定 に よ つ て 申 告 納 付 す

る

平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 二 十 項 及 び

第 二 十 一 項 の 規 定 に よ つ て 申 告 納 付 す

る

第 八 十 六 条 の 三 第 二 項 前 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 平 成 三 十 年 改 正 条 例 附 則 第 二 十 項

２
３ 卸 売 販 売 業 者 等 が 、 販 売 契 約 の 解 除 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 小 売 販 売 業 者 に 売 り 渡 し

た 製 造 た ば こ の う ち 、 附 則 第 十 九 項 の 規 定 に よ り 県 た ば こ 税 を 課 さ れ た 、 又 は 課 さ れ る べ き も の

の 返 還 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 県 た ば こ 税 に 相 当 す る 金 額 を 、 石 川 県 税 条 例 第 八 十 六 条 の 五 の 規

定 に 準 じ て 、 同 条 の 規 定 に よ る 当 該 製 造 た ば こ に つ き 納 付 さ れ た 、 又 は 納 付 さ れ る べ き 県 た ば こ

税 額 に 相 当 す る 金 額 に 係 る 控 除 又 は 還 付 に 併 せ て 、 当 該 卸 売 販 売 業 者 等 に 係 る 県 た ば こ 税 額 か ら

控 除 し 、 又 は 当 該 卸 売 販 売 業 者 等 に 還 付 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 卸 売 販 売 業 者 等 が 同 条 例

第 八 十 六 条 の 二 各 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す べ き 申 告 書 に は 、 地 方 税 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 省 令 （ 平 成 三 十 年 総 務 省 令 第 二 十 五 号 ） 附 則 第 五 条 第 三 項 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 返 還

に 係 る 製 造 た ば こ の 品 目 ご と の 本 数 に つ い て の 明 細 を 記 載 し た 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

２
４ 附 則 第 一 項 第 七 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 に 課 し た 、 又 は 課 す べ き で あ っ た 県 た ば こ 税 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２
５ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 第 百 四 十 一 条 第 二 項 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 三 号 に

掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 取 得 さ れ た 自 動 車 に 対 し て 課 す る 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て 適

用 す る 。

２
６ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 第 百 四 十 四 条 の 九 の 二 の 規 定 は 、 平 成 三 十 一 年 度 分

の 附 則 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 納 税 義 務 が 発 生 す る 者 に 課 す る 自 動 車 税 の 種

別 割 及 び 平 成 三 十 二 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て 適 用 す る 。

提 案 理 由

地 方 税 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 県 た ば こ 税 の 税 率 の 引 上 げ 等 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条

例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（３１）

産 業 集 積 の 形 成 及 び 活 性 化 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 条 例 第 二

十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例

第 一 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、

地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 に よ る 地 域 の 成 長 発 展 の 基 盤 強 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 四 十

け ん

号 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 四 条 に 規 定 す る 承 認 地 域 経 済 牽 引 事 業

の た め の 施 設 の う ち 地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 に よ る 地 域 の 成 長 発 展 の 基 盤 強 化 に 関 す る 法 律 第 二

十 五 条 の 地 方 公 共 団 体 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 十 九 年 総 務 省 令 第 九 十 四 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 対 象

施 設 （ 以 下 こ の 条 か ら 第 三 条 ま で に お い て 「 対 象 施 設 」 と い う 。 ） を 法 第 四 条 第 二 項 第 一 号 に 規

定 す る 促 進 区 域 内 に 設 置 し た 法 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 承 認 地 域 経 済 牽 引 事 業 者 に つ い て 、 当

該 対 象 施 設 の 用 に 供 す る 家 屋 又 は そ の 敷 地 で あ る 土 地 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得 税 の 課 税

の 特 例 に つ い て 定 め る も の と す る 。

第 二 条 中 「 第 五 条 第 五 項 」 を 「 第 四 条 第 六 項 」 に 、 「 平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十

一 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 第 二 条 の 規 定 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す

る 。

２ こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 産 業 集 積 の 形 成 及 び 活 性 化 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の

議 案 第 八 号

産 業 集 積 の 形 成 及 び 活 性 化 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

産 業 集 積 の 形 成 及 び 活 性 化 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の

よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 年 五 月 二 十 九 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

産 業 集 積 の 形 成 及 び 活 性 化 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例
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（３２）

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

企 業 立 地 の 促 進 等 に よ る 地 域 に お け る 産 業 集 積 の 形 成 及 び 活 性 化 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 い 、

県 税 の 課 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 規 定 の 整 備 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由

で あ る 。
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（３３）

病 院 及 び 診 療 所 の 人 員 及 び 施 設 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 及 び 第 五 項 」 を 「 （ 法 第 三 十 条 の 十 二 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 」 に 改 め る 。

第 二 条 中 「 命 ず る 場 合 」 の 下 に 「 若 し く は 法 第 三 十 条 の 十 二 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

法 第 七 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 要 請 を し よ う と す る 場 合 」 を 加 え る 。

第 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 三 条 削 除

附 則 第 二 項 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 既 存 病 床 数 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 法 第 七 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 又 は 同 条 第 三 項 の 措 置 を と る べ き こ と

を 命 ず る 場 合 若 し く は 法 第 三 十 条 の 十 二 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 七 条 の 二 第 三 項

の 規 定 に よ る 要 請 を し よ う と す る 場 合 に お い て 、 知 事 が 当 該 申 請 又 は 命 令 若 し く は 要 請 に 係 る 病

床 の 種 別 に 応 じ 医 療 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 三 年 厚 生 省 令 第 五 十 号 ） 第 三 十 条 の 三 十 に 規 定 す る 区

域 に お け る 既 存 の 病 床 の 数 及 び 当 該 申 請 に 係 る 病 床 数 を 算 定 す る に 当 た っ て は 、 療 養 病 床 を 有 す

る 病 院 又 は 診 療 所 の 開 設 者 が 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 以 後 に 当 該 病 院 又 は 診 療 所 の 療 養 病 床 の 転 換

（ 当 該 病 院 又 は 診 療 所 の 療 養 病 床 の 病 床 数 を 減 少 さ せ る と と も に 、 当 該 病 院 又 は 診 療 所 の 施 設 を

介 護 老 人 保 健 施 設 （ 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第 二 十 八 項 に 規 定 す る 介 護

老 人 保 健 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 介 護 医 療 院 （ 同 条 第 二 十 九 項 に 規 定 す る 介 護 医 療 院 を い

う 。 ） の 用 に 供 す る こ と を い う 。 ） を 行 っ た 場 合 に お け る 当 該 転 換 に 係 る 入 所 定 員 数 に つ い て は 、

平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 療 養 病 床 に 係 る 既 存 の 病 床 の 数 と し て 算 定 す る 。

附 則 第 三 項 及 び 第 四 項 を 削 る 。

議 案 第 九 号

病 院 及 び 診 療 所 の 人 員 及 び 施 設 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 に つ い て

病 院 及 び 診 療 所 の 人 員 及 び 施 設 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

制 定 す る 。

平 成 三 十 年 五 月 二 十 九 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

病 院 及 び 診 療 所 の 人 員 及 び 施 設 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（３４）

附 則 第 五 項 の 見 出 し を 削 り 、 同 項 を 附 則 第 三 項 と し 、 同 項 の 前 に 見 出 し と し て 「 （ 転 換 病 床 を 有

す る 病 院 の 人 員 に 関 す る 経 過 措 置 ） 」 を 付 し 、 同 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 病 院 の 開 設 者 が 、 転 換 を 行 お う と し て 、 平 成 三 十 年 六 月 三 十 日 ま で

の 間 に 、 再 び そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 た 場 合 に は 、 同 項 中 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 と あ る の は 、

「 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 」 と す る 。

附 則 第 六 項 の 見 出 し を 削 り 、 同 項 中 「 こ の 項 」 の 下 に 「 及 び 次 項 」 を 加 え 、 同 項 を 附 則 第 五 項 と

し 、 同 項 の 前 に 見 出 し と し て 「 （ 特 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 等 で あ る 療 養 病 床 を 有 す る 病 院 の 人 員 に

関 す る 経 過 措 置 ） 」 を 付 し 、 同 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

６ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 病 院 の 開 設 者 が 、 平 成 三 十 年 六 月 三 十 日 ま で の 間 に 、 再 び 特 定 介 護

療 養 型 医 療 施 設 で あ る こ と 又 は 特 定 病 院 で あ る こ と を 知 事 に 届 け 出 た 場 合 に は 、 同 項 中 「 平 成 三

十 年 三 月 三 十 一 日 」 と あ る の は 、 「 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 」 と す る 。

附 則 第 九 項 中 「 こ の 項 」 の 下 に 「 及 び 次 項 」 を 加 え る 。

附 則 第 十 一 項 を 附 則 第 十 三 項 と す る 。

附 則 第 十 項 中 「 こ の 項 」 の 下 に 「 及 び 次 項 」 を 加 え 、 同 項 を 附 則 第 十 一 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の

一 項 を 加 え る 。

１
２ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 診 療 所 の 開 設 者 が 、 平 成 三 十 年 六 月 三 十 日 ま で の 間 に 、 再 び 特 定 介

護 療 養 型 医 療 施 設 で あ る こ と 又 は 特 定 診 療 所 で あ る こ と を 知 事 に 届 け 出 た 場 合 に は 、 同 項 中 「 平

成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 と あ る の は 、 「 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 」 と す る 。

附 則 第 九 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

１
０ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 診 療 所 の 開 設 者 が 、 平 成 三 十 年 六 月 三 十 日 ま で の 間 に 、 再 び 特 定 介

護 療 養 型 医 療 施 設 で あ る こ と 又 は 特 定 診 療 所 で あ る こ と を 知 事 に 届 け 出 た 場 合 に は 、 同 項 中 「 平

成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 と あ る の は 、 「 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 」 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 強 化 の た め の 介 護 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ る 医 療 法 の 一 部 改

正 等 に よ り 、 病 院 な ど の 人 員 や 施 設 に 関 す る 基 準 が 見 直 さ れ た こ と 等 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 備 す る

必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（３５）

（ 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 四 条 第 一 項 」 を 「 第 四 条 第 二 項 」 に 、 「 営 業 施 設 」 を 「 旅 館 業 の 施 設 」 に 、 「 第 一

条 第 一 項 第 十 一 号 、 第 二 項 第 十 号 、 第 三 項 第 七 号 及 び 第 四 項 第 五 号 」 を 「 第 一 条 第 一 項 第 八 号 、

第 二 項 第 七 号 及 び 第 三 項 第 五 号 」 に 、 「 ホ テ ル 営 業 、 旅 館 営 業 」 を 「 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 」 に 改 め

る 。
第 二 条 中 「 営 業 施 設 」 を 「 旅 館 業 の 施 設 」 に 改 め る 。

第 三 条 中 「 営 業 施 設 」 を 「 旅 館 業 の 施 設 」 に 、 「 次 の 照 度 を 有 し な け れ ば な ら な い 」 を 「 施 設

内 の そ れ ぞ れ の 場 所 で 、 宿 泊 者 の 安 全 衛 生 上 又 は 業 務 上 の 必 要 な 照 度 を 満 た す も の で な け れ ば な

ら な い 」 に 改 め 、 同 条 各 号 を 削 る 。

第 六 条 第 三 号 中 「 布 と ん 及 び ま く ら は 、 随 時 日 光 に さ ら す 等 適 当 な 方 法 に よ り 湿 気 を 除 く 」 を

「 寝 具 は 、 適 切 に 洗 濯 、 管 理 等 を 行 う 」 に 改 め る 。

第 七 条 を 削 り 、 第 八 条 を 第 七 条 と し 、 第 九 条 を 第 八 条 と し 、 第 十 条 を 第 九 条 と す る 。

第 十 一 条 中 「 営 業 施 設 」 を 「 旅 館 業 の 施 設 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 条 と す る 。

第 十 二 条 を 第 十 一 条 と す る 。

第 十 三 条 の 見 出 し 中 「 旅 館 業 営 業 施 設 」 を 「 旅 館 業 の 施 設 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 第 一 条 第

一 項 第 十 一 号 、 第 二 項 第 十 号 、 第 三 項 第 七 号 及 び 第 四 項 第 五 号 」 を 「 第 一 条 第 一 項 第 八 号 、 第 二

項 第 七 号 及 び 第 三 項 第 五 号 」 に 、 「 旅 館 業 営 業 施 設 」 を 「 旅 館 業 の 施 設 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 を

削 り 、 同 項 中 第 二 号 を 第 一 号 と し 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号 及 び 第 五 号 を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、

同 条 第 二 項 中 「 前 項 第 一 号 イ の 基 準 は ホ テ ル 営 業 に つ い て 、 同 項 第 四 号 ロ の 基 準 は 」 を 「 前 項 第

三 号 ロ の 基 準 は 、 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 二 条 と す る 。

議 案 第 十 号

旅 館 業 法 施 行 条 例 及 び 石 川 県 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関

す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

旅 館 業 法 施 行 条 例 及 び 石 川 県 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 年 五 月 二 十 九 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

旅 館 業 法 施 行 条 例 及 び 石 川 県 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（３６）

（ 石 川 県 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 石 川 県

条 例 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 一 項 第 五 号 中 「 ホ テ ル 営 業 及 び 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 旅 館 営 業 」 を 「 旅 館 ・ ホ テ ル 営

業 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

旅 館 業 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 条 例 の 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提

出 す る 理 由 で あ る 。
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（３７）

第 一 条 い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 十 三 条 中 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 県 内 一 般 事 業 主 で あ っ て 常 時 雇 用 す る 労 働 者 の 数 が 二 十 一 人 以 上 四 十 九 人 以 下 の も の は 、 一

般 事 業 主 行 動 計 画 を 策 定 し 、 公 表 す る よ う 積 極 的 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

第 二 条 い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 十 三 条 第 一 項 中 「 五 十 人 以 上 」 を 「 二 十 一 人 以 上 」 に 改 め 、 同 条 中 第 二 項 を 削 り 、 第 三 項

を 第 二 項 と す る 。

附 則

こ の 条 例 中 第 一 条 の 規 定 は 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 、 第 二 条 の 規 定 は 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行

す る 。

提 案 理 由

仕 事 と 子 育 て を 両 立 で き る 、 働 き や す い 職 場 環 境 づ く り を 一 層 推 進 す る た め 、 一 般 事 業 主 行 動 計

画 の 策 定 義 務 対 象 企 業 の 裾 野 の 拡 大 を 図 る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 十 一 号

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 年 五 月 二 十 九 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（３９）

石 川 県 営 土 地 改 良 事 業 分 担 金 徴 収 条 例 （ 昭 和 三 十 年 石 川 県 条 例 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

石 川 県 営 土 地 改 良 事 業 分 担 金 等 徴 収 条 例

第 一 条 中 「 に 基 い て 」 を 「 に よ る 」 に 改 め 、 「 分 担 金 」 の 下 に 「 及 び 法 第 九 十 一 条 の 二 の 規 定 に

よ る 特 別 徴 収 金 」 を 加 え る 。

第 二 条 の 見 出 し を 「 （ 分 担 金 の 徴 収 ） 」 に 改 め る 。

第 四 条 の 見 出 し 中 「 徴 収 の 」 を 「 分 担 金 の 徴 収 」 に 改 め る 。

第 六 条 の 見 出 し を 「 （ 特 別 徴 収 金 の 徴 収 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

知 事 は 、 事 業 で あ つ て 規 則 で 定 め る も の の 施 行 に 係 る 地 域 内 に あ る 土 地 に つ き 第 二 条 第 一 項 に

規 定 す る 者 が 、 当 該 事 業 の 工 事 の 完 了 に つ き 法 第 百 十 三 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た

日 （ そ の 公 告 に お い て 工 事 の 完 了 の 日 が 示 さ れ た と き は 、 そ の 示 さ れ た 日 ） の 属 す る 年 度 の 翌 年

度 か ら 起 算 し て 八 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に 、 当 該 土 地 の 全 部 若 し く は 一 部 を 当 該 事 業 の 計 画 に

お い て 予 定 し た 用 途 以 外 の 用 途 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 目 的 外 用 途 」 と い う 。 ） に 供 す る た め 所

有 権 の 移 転 等 （ 所 有 権 の 移 転 又 は 地 上 権 、 賃 借 権 そ の 他 の 使 用 及 び 収 益 を 目 的 と す る 権 利 の 設 定

若 し く は 移 転 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を し た 場 合 又 は 当 該 土 地 の 全 部 若 し く は 一 部

を 自 ら 目 的 外 用 途 に 供 し た 場 合 （ 当 該 土 地 を 目 的 外 用 途 に 供 す る た め 所 有 権 の 移 転 等 を 受 け て 、

目 的 外 用 途 に 供 し た 場 合 を 除 く 。 ） に は 、 そ の 者 か ら 、 特 別 徴 収 金 を 徴 収 す る 。

第 六 条 第 五 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 四 項 中 「 転 用 に か か る 」 を 「 第 一 項 の 特 別 徴 収 金 の 徴 収

に 係 る 」 に 、 「 第 一 項 の 分 担 金 」 を 「 当 該 特 別 徴 収 金 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 三

項 中 「 の 分 担 金 」 を 「 又 は 第 二 項 の 特 別 徴 収 金 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 前

項 」 を 「 第 一 項 又 は 第 二 項 」 に 、 「 分 担 金 」 を 「 特 別 徴 収 金 」 に 、 「 に か か る 」 を 「 に 係 る 」 に 、 「 行

な う 」 を 「 行 う 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

２ 知 事 は 、 法 第 八 十 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 県 が 行 う 土 地 改 良 事 業 （ 以 下 こ の 項 に お い て

議 案 第 十 二 号

石 川 県 営 土 地 改 良 事 業 分 担 金 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 営 土 地 改 良 事 業 分 担 金 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 年 五 月 二 十 九 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 営 土 地 改 良 事 業 分 担 金 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（４０）

「 機 構 関 連 事 業 」 と い う 。 ） の 施 行 に 係 る 地 域 内 に あ る 土 地 に つ き 法 第 九 十 一 条 の 二 第 六 項 各 号

の い ず れ か に 掲 げ る 者 が 、 法 第 八 十 七 条 の 三 第 七 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 十 七 条 第 五 項 の 規 定

に よ る 当 該 機 構 関 連 事 業 の 計 画 を 定 め た 旨 を 公 告 し た 日 か ら 、 当 該 機 構 関 連 事 業 の 工 事 の 完 了 に

つ き 法 第 百 十 三 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 日 （ そ の 公 告 に お い て 工 事 の 完 了 の 日 が

示 さ れ た と き は 、 そ の 示 さ れ た 日 ） の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 か ら 起 算 し て 八 年 を 経 過 し な い 間 に 、

法 第 九 十 一 条 の 二 第 六 項 の 当 該 各 号 に 定 め る 場 合 に 該 当 す る と き は 、 そ の 者 か ら 、 特 別 徴 収 金 を

徴 収 す る 。

３ 前 二 項 の 特 別 徴 収 金 の 額 は 、 当 該 事 業 に 要 し た 費 用 の 額 に そ の 徴 収 に 係 る 土 地 の 面 積 を 当 該 事

業 の 施 行 に 係 る 地 域 内 に あ る 土 地 の 面 積 で 除 し て 得 た 数 値 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 目 的 外 用 途 の

割 合 」 と い う 。 ） を 乗 じ て 得 た 額 か ら 、 当 該 事 業 に つ き 第 二 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 法 第 九

十 一 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 県 が 徴 収 し た 額 に 目 的 外 用 途 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を 差 し 引 い て 得 た

額 と す る 。

附 則 第 二 項 中 「 及 び 第 六 条 第 一 項 」 を 削 り 、 「 と あ る の は 「 交 付 」 を 「 と あ る の は 、 「 交 付 」 に 改

め 、 「 、 第 六 条 第 一 項 中 「 補 助 金 の 交 付 」 と あ る の は 「 貸 付 け 」 と 、 「 交 付 さ れ た 補 助 金 の 額 及 び 県

の 自 己 負 担 額 」 と あ る の は 「 交 付 さ れ た 補 助 金 及 び 貸 付 け を 受 け た 貸 付 金 の 額 並 び に 県 の 自 己 負 担

額 」 と 」 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 改 正 後 の 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 別 徴 収 金 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 土 地 改 良 法 （ 昭

和 二 十 四 年 法 律 第 百 九 十 五 号 ） 第 八 十 七 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 公 告 の あ っ た 県 営 土 地 改 良 事 業 に

つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 同 項 の 規 定 に よ る 公 告 の あ っ た 県 営 土 地 改 良 事 業 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。

３ 改 正 後 の 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 別 徴 収 金 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 同 項 に 規 定 す る

場 合 に 該 当 す る 同 項 に 規 定 す る 者 に つ い て 適 用 す る 。

提 案 理 由

土 地 改 良 法 の 一 部 改 正 に よ り 、 農 地 中 間 管 理 機 構 が 借 り 入 れ た 農 地 に つ い て 農 業 者 か ら 分 担 金 を

徴 収 し な い 土 地 改 良 事 業 が 創 設 さ れ た こ と に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の

条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。



議
案
第
十
三
号

委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
南
加
賀
道
路

道
路
改
良
事
業
に
伴
う
北
陸
本
線
牛
ノ
谷
・
大
聖
寺
間
熊
坂
跨
線
橋
新
設
工
事
）

（４１）

議
案
第
１３
号

委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

委
託
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
委
託
事
業
の
名
称

南
加
賀
道
路
道
路
改
良
事
業
に
伴
う
北
陸
本
線
牛
ノ
谷
・
大
聖
寺
間
熊
坂
跨
線
橋
新
設
工
事

２
契
約
金
額

１
，０
４８
，２
２１
，０
００
円

３
契
約
の
相
手
方

金
沢
市
広
岡
三
丁
目
３
番
７７
号
Ｊ
Ｒ
金
沢
駅
西
第
一
Ｎ
Ｋ
ビ
ル

西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

執
行
役
員
金
沢
支
社
長
児
島
邦
昌





議
案
第
十
四
号

金
沢
港
機
能
強
化
整
備
基
金
条
例
に
つ
い
て

（４３）

（ 設 置 ）

第 一 条 金 沢 港 の 機 能 強 化 の 推 進 に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る た め 、 金 沢 港 機 能 強 化 整 備 基 金 （ 以

下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 て ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 第 四 条 及 び 第 五 条 に お い て 「 予 算 」

と い う 。 ） で 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 の 最 も 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 運 用 し な

け れ ば な ら な い 。

２ 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 最 も 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 予 算 に 計 上 し て 、 こ の 基 金 に 編 入 す る も の と す る 。

（ 繰 替 運 用 等 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て

基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 、 又 は 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 歳 入 に 繰 り 入 れ て 運

用 す る こ と が で き る 。

（ 処 分 ）

第 六 条 基 金 は 、 第 一 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で

き る 。

（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

議 案 第 十 四 号

金 沢 港 機 能 強 化 整 備 基 金 条 例 に つ い て

金 沢 港 機 能 強 化 整 備 基 金 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 年 五 月 二 十 九 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

金 沢 港 機 能 強 化 整 備 基 金 条 例



議
案
第
十
四
号

金
沢
港
機
能
強
化
整
備
基
金
条
例
に
つ
い
て

（４４）

提 案 理 由

金 沢 港 の 機 能 強 化 を 推 進 す る た め 、 金 沢 港 機 能 強 化 整 備 基 金 を 設 置 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ

の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。



議
案
第
十
五
号

石
川
県
港
湾
土
地
造
成
事
業
会
計
の
利
益
積
立
金
の
目
的
外
使
用
に
つ
い
て

（４５）

議
案
第
１５
号

石
川
県
港
湾
土
地
造
成
事
業
会
計
の
利
益
積
立
金
の
目
的
外
使
用
に
つ
い
て

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
２７
年
政
令
第
４０
３
号
）
第
２４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
石
川
県
港
湾
土
地
造
成
事
業
会
計
の
利
益
積
立
金
８６
４
，４
７５
，７
２９
円
を
取
り
崩
し
、

金
沢
港
の
機
能
強
化
の
推
進
に
要
す
る
経
費
の
財
源
と
し
て
目
的
外
使
用
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲





議
案
第
十
六
号

い
し
か
わ
景
観
総
合
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（４７）

い し か わ 景 観 総 合 条 例 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 第 一 号 中 「 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 」 の 下 に 「 、 田 園 住 居 地 域 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

屋 外 広 告 物 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す

る 理 由 で あ る 。

議 案 第 十 六 号

い し か わ 景 観 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

い し か わ 景 観 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 年 五 月 二 十 九 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

い し か わ 景 観 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例





議
案
第
十
七
号

石
川
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（４９）

石 川 県 県 営 住 宅 条 例 （ 昭 和 三 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 三 号 中 「 第 十 九 号 」 の 下 に 「 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 」 を 加 え る 。

第 十 四 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 な い 場 合 」 の 下 に 「 （ 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 を 除 く 。 ） 」 を 加

え 、 「 規 定 に よ る 請 求 」 を 「 規 定 に よ る 報 告 の 請 求 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 第 一 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 入 居 者 が 省 令 第 八 条 各 号 に 掲 げ る 者 に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 収 入 を 申 告 す る こ と 及

び 第 三 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 請 求 に 応 じ る こ と が 困 難 な 事 情 に あ る と 知 事 が 認 め る と

き は 、 こ の 限 り で な い 。

第 十 五 条 第 二 項 中 「 公 営 住 宅 法 施 行 規 則 第 八 条 」 を 「 省 令 第 七 条 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 基 づ

き 」 の 下 に 「 （ 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 に あ つ て は 、 省 令 第 九 条 に 規 定 す る 方 法 に よ り ） 」 を 加

え る 。
第 三 十 一 条 第 二 項 中 「 第 八 条 第 二 項 」 の 下 に 「 （ 第 十 五 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 に あ つ

て は 、 政 令 第 八 条 第 三 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 条 第 二 項 ） 」 を 加 え る 。

第 三 十 九 条 及 び 第 四 十 条 中 「 第 十 一 条 」 を 「 第 十 二 条 」 に 改 め る 。

別 表 一 里 野 団 地 県 営 住 宅 の 項 を 削 り 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

白 帆 台 団 地 県 営 住 宅 河 北 郡 内 灘 町

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

新 た に 管 理 を 開 始 す る 県 営 住 宅 の 名 称 及 び 位 置 を 定 め る と と も に 、 用 途 廃 止 す る 県 営 住 宅 に つ い

て 管 理 を 終 了 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 十 七 号

石 川 県 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 年 五 月 二 十 九 日 提 出

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例





議
案
第
十
八
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

（５１）

議
案
第
１８
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

平
成
２９
年
３
月
１３
日
発
生
の
県
有
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
相
手
方

号
坂
口
和
広

号
坂
口
聡
子

号
坂
口
颯
太

者
坂
口
和
広

坂
口
聡
子

号
坂
口
太
一

者
坂
口
和
広

坂
口
聡
子

号
坂
口
與
作

号
坂
口
惠
子

２
賠
償
額

１１
，４
５６
，７
３０
円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

平
成
２９
年
３
月
１３
日
午
後
２
時
４０
分
頃
、
金
沢
市
北
町
丁
２８
番
地
先
路
上
に
お
い
て
、
営
繕
課
技
師
鈴
木
悠
哉
の
運
転
す
る
普
通
乗
用
自
動
車
が

の
運
転
す
る
小

型
乗
用
自
動
車
に
追
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
る
と
と
も
に
、
同
人
に
対
し
１２
３
日
間
、
同
乗
の

に
対
し
１１
５
日
間
、

に
対
し
４５
日
間
、

に
対

し
４１
日
間
、

作
に
対
し
１４
６
日
間
、

に
対
し
１４
４
日
間
、

に
対
し
１１
６
日
間
の
通
院
加
療
を
要
す
る
被
害
を
与
え
た
も
の





報
告
第
一
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
七
号
）
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（５３）

報
告
第
１
号

平
成
２９
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
１３
号

平
成
２９
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

平
成
２９
年
度
の
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
，１
７０
，０
００
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５５
９
，６
１８
，４
９６
千
円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
平
成
２９
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出

補
正
予
算
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
２
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
２３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
地
方
債
の
変
更
及
び
追
加
は
、「
第
２
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

平
成
３０
年
３
月
３１
日

地
方
自
治
法
第
１７
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲



報
告
第
一
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
七
号
）
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（５４）

第
１
表
平
成
２９
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算

千
円

千
円

千
円

!
印
減

計

１４
７
，６
８２
，０
００

４９
，６
７２
，６
００

１９
，４
１３
，０
００

１７
，１
７６
，３
２４

２
，１
０１
，８
５２

１２
０
，６
５４

１４
，１
７０

１２
６
，８
１９
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第
２
表
地
方
債
補
正

千
円

千
円

起
債

の
目

的
補

正
前

補
正

後

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

限
度

額
起
債
の
方
法
利

率
償

還
の

方
法

観
光

振
興

費
５５
，０
００
普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行
８
．５
％
以
内

（
た
だ
し
、利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
後

に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

た
だ
し
、県
財
政
そ
の
他
の

都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
若

し
く
は
繰
上
償
還
又
は
借
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え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５４
，０
００
普
通
貸
借
又

は
証
券
発
行
８
．５
％
以
内

（
た
だ
し
、利

率
見
直
し
方

式
で
借
り
入

れ
る
資
金
に

つ
い
て
、利

率
の
見
直
し

を
行
っ
た
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に
お
い
て
は
、

当
該
見
直
し

後
の
利
率
）

借
入
先
の
融
通
条
件
に
よ
る
。

た
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し
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縮
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又
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２
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７
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第
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成
３
０
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２
９
日
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出
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川
県
知
事

谷
本

正
憲
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（６０）

専 決 第 十 二 号

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日

地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 百 七 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 専 決

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 八 条 第 二 項 及 び 第 三 項 中 「 第 七 十 二 条 の 二 十 八 第 二 項 又 は 」 を 「 第 七 十 二 条 の 二 十 八 第 二

項 及 び 」 に 改 め る 。

第 五 十 五 条 第 一 項 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 ガ ス 供 給 業 」 の 下 に 「 （ ガ

ス 事 業 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 五 十 一 号 ） 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 一 般 ガ ス 導 管 事 業 及 び 同 条 第 七

項 に 規 定 す る 特 定 ガ ス 導 管 事 業 以 外 の も の の う ち 、 同 条 第 十 項 に 規 定 す る ガ ス 製 造 事 業 者 及 び 電 気

事 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 七 号 ） 附 則 第 二 十 二 条 第 一 項 に 規 定

す る 旧 一 般 ガ ス み な し ガ ス 小 売 事 業 者 （ 同 項 の 義 務 を 負 う 者 に 限 る 。 ） 以 外 の 者 が 行 う も の を 除 く 。

以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 七 十 五 条 第 一 項 中 「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 、 「 。 以 下 」 を 「 。 以 下 こ の 条 及 び 第 七 十 八 条

第 二 項 第 四 号 に お い て 」 に 、 「 一 戸 に つ い て 」 を 「 一 戸 」 に 、 「 に つ い て ） 」 を 「 ） に つ い て 」 に 改

め 、 同 項 第 三 号 中 「 に 係 る 」 を 「 の 用 に 供 す る 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 に お い て は 」 を 「 に は 」

に 改 め 、 同 条 第 八 項 中 「 第 六 項 各 号 」 を 「 第 七 項 各 号 」 に 、 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 改 め 、 同 項

を 同 条 第 九 項 と し 、 同 条 第 七 項 を 同 条 第 八 項 と し 、 同 条 第 六 項 中 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 改 め 、

同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 五 項 中 「 ほ か 、 第 一 項 の 」 を 「 ほ か 、 」 に 、 「 場 合 の 」 を 「 場 合 に お

け る 」 に 、 「 そ の 他 同 項 及 び 第 二 項 」 を 「 そ の 他 の 同 項 か ら 第 三 項 ま で 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 六

項 と し 、 同 条 第 四 項 中 「 及 び 第 二 項 」 を 「 か ら 第 三 項 ま で 」 に 、 「 場 合 に お い て は 」 を 「 と き は 」

に 、 「 と き に 限 り 」 を 「 と き に 限 り 、 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 中 「 に お い て は 」

を 「 に は 」 に 、 「 前 二 項 」 を 「 前 三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 の 次 に 次 の 一

項 を 加 え る 。

３ 知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 当 該 土 地 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産 取 得

税 に つ い て は 、 当 該 税 額 か ら 百 五 十 万 円 （ 当 該 土 地 に 係 る 不 動 産 取 得 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 価

格 を 当 該 土 地 の 面 積 の 平 方 メ ー ト ル で 表 し た 数 値 で 除 し て 得 た 額 に 当 該 土 地 の 上 に あ る 耐 震 基 準
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不 適 合 既 存 住 宅 （ 法 第 七 十 三 条 の 二 十 四 第 三 項 に 規 定 す る 耐 震 基 準 不 適 合 既 存 住 宅 を い う 。 以 下

こ の 条 か ら 第 七 十 八 条 の 二 ま で に お い て 同 じ 。 ） 一 戸 に つ い て そ の 床 面 積 の 二 倍 の 面 積 の 平 方 メ ー

ト ル で 表 し た 数 値 （ 当 該 数 値 が 二 百 を 超 え る 場 合 に は 、 二 百 と す る 。 ） を 乗 じ て 得 た 金 額 が 百 五

十 万 円 を 超 え る と き は 、 当 該 乗 じ て 得 た 金 額 ） に 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 額 す る 。

一 土 地 を 取 得 し た 者 が 当 該 土 地 を 取 得 し た 日 か ら 一 年 以 内 に 当 該 土 地 の 上 に あ る 耐 震 基 準 不 適

合 既 存 住 宅 を 取 得 し た 場 合 （ 当 該 耐 震 基 準 不 適 合 既 存 住 宅 の 取 得 が 第 七 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規

定 に 該 当 す る 場 合 に 限 る 。 ）

二 土 地 を 取 得 し た 者 が 当 該 土 地 を 取 得 し た 日 前 一 年 の 期 間 内 に 当 該 土 地 の 上 に あ る 耐 震 基 準 不

適 合 既 存 住 宅 を 取 得 し て い た 場 合 （ 当 該 耐 震 基 準 不 適 合 既 存 住 宅 の 取 得 が 第 七 十 八 条 の 二 第 一

項 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に 限 る 。 ）

第 七 十 六 条 第 一 項 中 「 又 は 第 二 項 第 一 号 」 を 「 、 第 二 項 第 一 号 又 は 第 三 項 」 に 改 め 、 「 一 年 以 内 」

の 下 に 「 、 同 条 第 三 項 第 一 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 土 地 の 取 得 に あ つ て は 当 該 取 得 の 日 か ら 一 年 六

月 以 内 、 同 項 第 二 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 土 地 の 取 得 （ 当 該 土 地 の 上 に あ る 耐 震 基 準 不 適 合 既 存 住

宅 の 取 得 が 第 七 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 該 当 す る こ と と な つ た 日 前 に 行 わ れ た も の に 限 る 。 ） に

あ つ て は 当 該 土 地 の 取 得 の 日 か ら 六 月 以 内 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 又 は 第 二 項 第 一 号 」 を 「 、 第

二 項 第 一 号 又 は 第 三 項 」 に 、 「 足 る 書 類 を 添 附 し て 」 を 「 足 り る 書 類 を 添 付 し て 」 に 改 め 、 同 条 第

三 項 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 、 「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め る 。

第 七 十 七 条 中 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」 に 、 「 若 し く は 第 二 項 第 一 号 」 を 「 、 第 二 項 第 一 号 若 し

く は 第 三 項 」 に 改 め る 。

第 七 十 八 条 第 一 項 中 「 又 は 第 二 項 第 一 号 」 を 「 、 第 二 項 第 一 号 若 し く は 第 三 項 」 に 改 め る 。

第 七 十 八 条 の 二 第 一 項 中 「 （ 法 第 七 十 三 条 の 二 十 七 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 耐 震 基 準 不 適 合 既 存 住

宅 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 第 五 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 五 項 中 「 足 る 」 を 「 足 り る 」 に

改 め る 。

附 則 第 十 一 条 第 一 項 中 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 三 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め 、 同

条 第 二 項 中 「 若 し く は 第 二 項 」 を 「 か ら 第 三 項 ま で 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 二 条 の 二 の 二 中 「 第 十 二 項 」 を 「 第 十 三 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 二 条 の 二 の 三 中 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 一 年 九 月 三 十 日 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 中 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 三 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め 、

同 項 の 表 第 七 号 中
「

１ 汽 力 発 電 装 置 の 助 燃 （ 軽 油 専 焼 バ ー ナ ー 及 び 重 油 加 熱 バ ー ナ ー

に よ る も の に 限 る 。 ） の 用 途

２ ガ ス タ ー ビ ン 発 電 装 置 の 動 力 源 の 用 途

」
を



報
告
第
二
号

石
川
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（６２）

「

汽 力 発 電 装 置 の 助 燃 （ 軽 油 専 焼 バ ー ナ ー 及 び 重 油 加 熱 バ ー ナ ー に

よ る も の に 限 る 。 ） の 用 途

」
に 改 め 、 同 表 中 第 八 号 を

削 り 、 第 九 号 を 第 八 号 と し 、 第 十 号 か ら 第 二 十 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 条 第 四 項 及 び 第 五 項

中 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 三 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 事 業 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 改 正 後 の 第 五 十 五 条 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業

税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。

（ 不 動 産 取 得 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 改 正 後 の 第 七 十 五 条 か ら 第 七 十 八 条 の 二 ま で の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 不 動 産 の 取

得 に 対 し て 課 す べ き 不 動 産 取 得 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 不 動 産 の 取 得 に 対 し て 課 す る 不 動 産

取 得 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 軽 油 引 取 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

４ 改 正 後 の 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 軽 油 の 引 取 り に 対 し て

課 す べ き 軽 油 引 取 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 軽 油 の 引 取 り に 対 し て 課 す る 軽 油 引 取 税 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。



報
告
第
三
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（６３）

報
告
第
３
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
１
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

平
成
２９
年
１２
月
１８
日
発
生
の
県
有
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
３０
年
４
月
２０
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
相
手
方

２
賠
償
額

２９
，３
５５
円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

平
成
２９
年
１２
月
１８
日
午
前
１０
時
２５
分
頃
、
金
沢
市
新
神
田
四
丁
目
３
番
１０
号
駐
車
場
に
お
い
て
、
危
機
対
策
課
主
任
技
師
日
南
宗
一
郎
の
運
転
す
る
普
通
特
種
自
動
車
が

の
運
転
す
る
小
型
乗
用
自
動
車
に
接
触
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
も
の





報
告
第
四
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（６５）

報
告
第
４
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
２
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

平
成
２９
年
８
月
２９
日
発
生
の
県
有
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
３０
年
４
月
２３
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
相
手
方

４
萩
野
充
弘

役

２
賠
償
額

２２
７
，８
７５
円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

平
成
２９
年
８
月
２９
日
午
後
０
時
１５
分
頃
、
金
沢
市
桜
田
町
一
丁
目
２１
３
番
地
先
路
上
に
お
い
て
、
産
業
政
策
課
課
参
事
西
村
聡
の
運
転
す
る
普
通
乗
用
自
動
車
が

の
運
転
す
る

所
有
の
普
通
乗
用
自
動
車
に
追
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
る
と
と
も
に
、
同
人
に
対
し
２
日
間
の
通
院
加
療
を
要
す
る
被
害
を
与
え
た
も

の





報
告
第
五
号

県
営
住
宅
の
明
渡
し
等
請
求
事
件
に
係
る
訴
え
の
提
起
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（６７）

報
告
第
５
号

県
営
住
宅
の
明
渡
し
等
請
求
事
件
に
係
る
訴
え
の
提
起
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
３
０
年
５
月
２
９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
４
号

県
営
住
宅
の
明
渡
し
等
請
求
事
件
に
係
る
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

民
事
訴
訟
法
（
平
成
８
年
法
律
第
１
０
９
号
）
第
１
３
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
訴
え
を
次
の
と
お
り
提
起
す
る
も
の
と
す
る
。

平
成
３
０
年
５
月
２
３
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
事
件
の
内
容

訴
え
を
提
起
す
る
裁
判
所

金
沢
地
方
裁
判
所

金
沢
地
方
裁
判
所

七
尾
支
部

訴
え

の
内

容

石
川
県
県
営
住
宅
条
例
（
昭
和
３
４
年
石
川
県
条
例
第
４
５
号
）
第
４
２
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
該

当
す
る

に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
住
宅
の
明
渡
し
並
び
に
未
納
の
家
賃
及
び
同

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
支
払
を
請
求
す
る
も
の

石
川
県
県
営
住
宅
条
例
第
４
２
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
該
当
す
る

に
対
し
、
同
項
の
規

定
に
よ
る
県
営
住
宅
の
明
渡
し
並
び
に
未
納
の
家
賃
及
び
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
支
払

を
請
求
す
る
も
の

訴
え
の
相
手
方

岩
上



報
告
第
五
号

県
営
住
宅
の
明
渡
し
等
請
求
事
件
に
係
る
訴
え
の
提
起
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（６８）

２
訴
訟
の
方
針

第
一
審
判
決
の
結
果
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
上
訴
す
る
も
の
と
す
る
。

訴
え
を
提
起
す
る
裁
判
所

金
沢
地
方
裁
判
所

金
沢
地
方
裁
判
所

金
沢
地
方
裁
判
所

訴
え

の
内

容

石
川
県
県
営
住
宅
条
例
第
４
２
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
該
当
す
る

に
対
し
、
同
項
の

規
定
に
よ
る
県
営
住
宅
の
明
渡
し
並
び
に
未
納
の
家
賃
及
び
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
支

払
を
請
求
す
る
も
の

石
川
県
県
営
住
宅
条
例
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
得
ず
に
、
入
居
者

が

に
死
亡
し
た
後
も
居
住
を
継
続
し
、
同
条
例
第
４
２
条
第
１
項
第
６
号
の
規
定
に

該
当
す
る
同
居
者

に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
住
宅
の
明
渡
し
並
び
に
同
条
第
４

項
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
支
払
及
び
民
法
第
７
０
９
条
に
基
づ
く
賃
料
相
当
損
害
金
の
支
払
を
請
求
す

る
も
の

石
川
県
県
営
住
宅
条
例
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
得
ず
に
、
入
居
者

が
に
死
亡
し
た
後
も
居
住
を
継
続
し
、
同
条
例
第
４
２
条
第
１
項
第
６
号
の
規
定

に
該
当
す
る
同
居
者

に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
住
宅
の
明
渡
し
並
び
に
同
条
第

４
項
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
支
払
及
び
民
法
第
７
０
９
条
に
基
づ
く
賃
料
相
当
損
害
金
の
支
払
を
請
求

す
る
も
の

訴
え
の
相
手
方

見
城
景
子

吉
井
直
人

松
村



報
告
第
六
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（６９）

報
告
第
６
号

損
害
賠
償
額
決
定
の
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

専
決
第
３
号

損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

平
成
３０
年
２
月
１２
日
発
生
の
県
有
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
１１
日

地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
１８
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

１
相
手
方

２
賠
償
額

４８
０
，１
０６
円

３
賠
償
責
任
発
生
の
事
実

平
成
３０
年
２
月
１２
日
午
前
８
時
頃
、
小
松
市
芦
田
町
二
丁
目
１２
番
地
先
路
上
に
お
い
て
、
小
松
警
察
署
巡
査
長
墨
谷
嘉
浩
の
運
転
す
る
パ
ト
カ
ー
が

の
運
転
す
る

小
型
乗
用
自
動
車
に
追
突
し
、
同
車
に
損
害
を
与
え
た
も
の





報
告
第
七
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（７１）

報
告
第
７
号

平
成
２９
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）第
１４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
２９
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
出
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

平
成
２９
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書 左

の
財

源
内

訳

一
般
財
源

７７
，８
３７
，２
２２

７７
，８
３７
，２
２２

７７
，８
３７
，２
２２

９９
，３
６０
，０
００

未
収

入
特

定
財

源
そ
の
他

８
，２
１０
，３
３８

８
，２
１０
，３
３８

８
，２
１０
，３
３８

地
方
債

６９
０
，０
００
，０
００

６９
０
，０
００
，０
００

６９
０
，０
００
，０
００

国
支
出
金

２９
９
，０
００
，０
００

２９
９
，０
００
，０
００

２９
９
，０
００
，０
００

既
収
入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

２９
９
，０
００
，０
００

２９
９
，０
００
，０
００

２９
９
，０
００
，０
００

７７
６
，０
４７
，５
６０

７７
６
，０
４７
，５
６０

７７
６
，０
４７
，５
６０

９９
，３
６０
，０
００

繰
越
明
許
費

議
決
額

２９
９
，０
００
，０
００

２９
９
，０
００
，０
０ ０

２９
９
，０
００
，０
００

９８
４
，０
６１
，０
００

９８
４
，０
６１
，０
００

９８
４
，０
６１
，０
００

９９
，３
６０
，０
００

事
業
名

原
子
力
防
災
対
策
費

北
陸
新
幹
線
建
設
費

項

防
災
救
助
費

企
画
振
興
費

５ １

款

総
務

費

企
画
振
興
費

県
民
文
化

ス
ポ
ー
ツ
費

２ ３ ４

円
円

円
円

円
円

円



報
告
第
七
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（７２）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

９９
，３
６０
，０
００

９９
，３
６０
，０
００

４９
，５
９２
，０
００

４９
，５
９２
，０
００

４９
，５
９２
，０
００

未
収

入
特

定
財

源
そ
の
他

地
方
債

国
支
出
金

２１
４
，８
６８
，０
００

１１
５
，６
８６
，０
００

１１
５
，６
８６
，０
００

９９
，１
８２
，０
００

９９
，１
８２
，０
００

５
，３
４６
，０
００

５
，３
４６
，０
００

５
，３
４６
，０
００

既
収
入

特
定
財
源

５２
５
，３
９５
，８
００

２８
９
，０
７４
，０
００

２８
９
，０
７４
，０
００

９３
，５
４２
，０
００

９３
，５
４２
，０
００

１４
２
，７
７９
，８
００

１４
２
，７
７９
，８
００

翌
年
度

繰
越
額

９９
，３
６０
，０
００

９９
，３
６０
，０
００

７８
９
，８
５５
，８
００

２８
９
，０
７４
，０
００

２８
９
，０
７４
，０
００

２０
９
，２
２８
，０
００

２０
９
，２
２８
，０
００

１４
８
，７
７４
，０
００

１４
８
，７
７４
，０
００

１４
２
，７
７９
，８
００

１４
２
，７
７９
，８
００

５
，３
４６
，０
００

５
，３
４６
，０
００

５
，３
４６
，０
００

繰
越
明
許
費

議
決
額

９９
，３
６０
，０
００

９９
，３
６０
，０
００

１
，１
４９
，６
６０
，０
００

２８
９
，０
７４
，０
００

２８
９
，０
７４
，０
００

２１
５
，５
３３
，０
００

２１
５
，５
３３
，０
００

４３
６
，５
０２
，０
００

４３
６
，５
０２
，０
００

２０
８
，５
５１
，０
００

２０
８
，５
５１
，０
００

７
，０
９６
，０
００

７
，０
９６
，０
００

７
，０
９６
，０
００

事
業
名

新
県
立
図
書
館

整
備

推
進

費

介
護
サ
ー
ビ
ス

基
盤
整
備
事
業
費

保
育
環
境
整
備
事
業
費

障
害
者
支
援
施
設
等

整
備

費

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入

推
進

事
業

費

生
活
基
盤
施
設

耐
震
化
等
事
業
費

項

文
化

ス
ポ
ー
ツ
費

高
齢

者
福
祉

費

子
育

て
福
祉

費

障
害
福
祉
費

医
薬
看
護
費

生
活
環
境
費

２ １ ２ ３ ７ １

款

健
康
福
祉
費

生
活
環
境
費

５ ６

円
円

円
円

円
円

円



報
告
第
七
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（７３）

１
，０
１２
，４
７４
，３
４６

４６
０
，０
００
，０
００

４６
０
，０
００
，０
００

９０
０
，０
００

９０
０
，０
００

２１
９
，４
５６
，７
３５

１２
５
，９
０６
，６
４０

１６
，９
０１
，２
５０

１９
２
，７
００

１５
，９
００
，０
００

２
，４
４０
，２
５０

６０
０
，０
００

１
，０
０４
，６
５２
，９
９０

９９
０
，１
８４
，５
９０

７４
９
，４
５１
，９
５０

７１
，３
１４
，６
５０

２０
，４
４０
，２
５０

３３
，６
００
，０
００

２
，４
１０
，０
００
，０
００

１
，８
１６
，０
００
， ０
００

１
，３
４８
，０
００
，０
００

１６
１
，０
００
，０
００

１
，０
００
，０
００

１８
，０
００
，０
００

３７
，０
００
，０
００

５
，７
４５
，１
００
，３
５４

８１
１
，２
９２
，０
００

２８
６
，７
４８
，０
００

３４
，４
１１
，０
００

２０
，１
３３
，０
００

４７
０
，０
００
，０
００

４７
，５
０９
，０
００

４７
，５
０９
，０
００

３
，６
６４
，５
７６
，１
５４

２
，６
８９
，６
５６
，８
５０

２３
７
，７
１５
，５
００

２
，３
８５
，０
００

１０
５
，６
００
，０
００

４０
，８
８０
，５
００

７９
，２
００
，０
００

１６
２
，８
６４
，６
８２

４
，０
５０
，６
０１

１
，１
９２
，５
００

１０
，３
３５
，０
９２
，３
７２

１
，２
７１
，２
９２
，０
００

２８
６
，７
４８
，０
００

３４
，４
１１
，０
００

２０
，１
３３
，０
００

９３
０
，０
００
，０
００

４８
，４
０９
，０
００

４８
，４
０９
，０
００

６
，６
９４
，２
６８
，０
８０

４
，９
１３
，０
１５
，４
４０

４８
６
，９
３１
，４
００

４
，７
７０
，２
００

１２
１
，５
００
，０
００

８１
，７
６１
，０
００

１５
０
，４
００
，０
００

１０
，４
３１
，５
８０
，０
００

１
，２
８２
，５
４４
，０
００

２９
８
，０
００
，０
００

３４
，４
１１
，０
００

２０
，１
３３
，０
００

９３
０
，０
００
，０
００

４８
，４
０９
，０
００

４８
，４
０９
，０
００

６
，７
０５
，２
９５
，０
００

４
，９
１６
，０
１８
，０
００

４９
２
，２
３２
，０
００

４
，７
７１
，０
００

１２
１
，５
００
，０
００

８２
，７
６１
，０
００

１５
０
，４
００
，０
００

担
い
手
農
業
機
械
導
入

支
援

事
業

費

鳥
獣
害
防
止
対
策

事
業

費

産
地
収
益
力
強
化
農
業

施
設
等
整
備
事
業
費

農
業
施
設
等
雪
害

緊
急
復
旧
対
策
事
業
費

能
登
牛
１０
００
頭
生
産

体
制
整
備
事
業
費

県
営
ほ
場
整
備
事
業
費

広
域
営
農
団
地

農
道
整
備
事
業
費

県
営
一
般
農
道

整
備

事
業

費

農
村
総
合
整
備
事
業
費

県
営
か
ん
が
い

排
水

事
業

費

基
幹
水
利
施
設
予
防

保
全
対
策
事
業
費

農
業

費

畜
産
業
費

農
地

費

１ ２ ３

農
林

水
産
業
費

９



報
告
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七
号

平
成
二
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九
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（７４）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

２５
，３
６２
，１
５５

２３
，０
００
，０
００

１
，４
９０
，５
６０

１
，５
３５
，３
７０

３
，７
７０
，６
９０

１
，２
２８
，０
００

１
，１
２８
，３
２０ ８０
０

２２
８
，３
４６
，２
１１

２０
８
，６
０８
，９
７４

３
，６
７０
，０
００

未
収

入
特

定
財

源
そ
の
他

２６
，４
３７
，７
６０

７９
，２
８０
，２
８０

９
，０
７７
，１
００

５８
２
，６
００

１４
，４
６８
，４
００

地
方
債

４８
，０
００
，０
００

１４
０
，０
００
，０
００

３２
，０
００
，０
００

２３
，０
００
，０
００

８
，０
００
，０
００

２４
６
，０
００
，０
００

国
支
出
金

１６
，９
０８
，１
０４

１０
，０
００
，０
００

１２
，３
９３
，０
００

９１
，４
２９
，８
００

２６
７
，２
３７
，３
５０

４９
，９
２４
，０
５０

２４
，２
２８
，０
００

９
，７
１０
，０
００

２７
，３
０８
，０
００

１
，１
０７
，５
２７
，２
００

３０
５
，０
１５
，２
００

８３
，５
７８
，０
００

４３
６
，０
８４
，０
００

８
，９
５０
，０
００

既
収
入

特
定
財
源

２
，６
９８
，１
０１

１６
０
，０
００

１５
７
，９
６３
，４
８１

１５
７
，９
６３
，４
８１

翌
年
度

繰
越
額

４４
，９
６８
，３
６０

３３
，０
００
，０
００

１２
，３
９３
，０
００

１６
７
，５
１８
，１
２０

４８
８
，０
５３
，０
００

９４
，７
７１
，８
４０

４８
，４
５６
，０
００

１９
，４
２０
，９
２０

２７
，３
０８
，８
００

１
，７
５４
，３
０５
，２
９２

５１
３
，６
２４
，１
７４

２４
１
，５
４１
，４
８１

４３
６
，０
８４
，０
００

１２
，６
２０
，０
００

繰
越
明
許
費

議
決
額

４４
，９
６９
，０
００

３３
，０
００
，０
００

１２
，３
９３
，０
００

１６
８
，２
４０
，０
００

４８
９
，０
５３
，０
００

９４
，７
７２
，０
００

４８
，４
５６
，０
００

１９
，４
２１
，０
００

２７
，３
０９
，０
００

１
，７
６７
，０
８２
，０
００

５１
９
，２
８７
，０
００

２４
４
，２
２０
，０
００

４３
６
，０
８４
，０
００

１２
，６
２０
，０
００

事
業
名

国
営
造
成
揚
水
施
設
等

管
理

事
業

費

地
籍

調
査

費

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

導
入

促
進

費

老
朽

た
め

池
整
備

事
業

費

用
排

水
施

設
整
備

事
業

費

農
業
用
河
川
工
作
物

応
急
対
策
事
業
費

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

海
岸
保
全
施
設

整
備

事
業

費

県
営
震
災
対
策
農
業

施
設
整
備
事
業
費

造
林

事
業

費

い
し
か
わ
森
林

環
境
基
金
事
業
費

森
林
整
備
・
林
業

活
性
化
事
業
費

林
道
開
設
事
業
費

項

林
業

費
４

款

円
円

円
円

円
円

円
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越
計
算
書
に
つ
い
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（７５）

４
，５
５８
，９
２０

９
，８
７４
，４
８０

８２
，８
００

１
，３
６１
，０
３７

１９
０
，０
００

１０
３
，７
７１
，４
００

９７
，８
７２
，０
００

２
，４
７５
，０
００

４０
２
，４
００

１
，９
２６
，０
００

１
，０
９６
，０
００

４
，９
３８
，３
４９
，８
３６

４８
５
，２
７９
，０
００

１４
，４
６８
，４
００

２
，１
１９
，５
９５
，７
５４

３２
，０
００
，０
００

１４
４
，０
００
，０
００

１
，０
００
，０
００

６４
，０
００
，０
００

５
，０
００
，０
００

３４
８
，０
００
，０
００

２９
１
，０
００
，０
００

２２
，０
００
，０
００

３
，０
００
，０
００

２８
，０
００
，０
００

４
，０
００
，０
００

１０
，１
８５
，０
００
，０
００

９１
，０
００
，０
００

４８
，２
２８
，０
００

１４
８
，８
４７
，０
００

１
，０
８４
，０
００

６５
，３
６３
，０
００

１０
，３
７８
，０
００

１１
４
，１
９６
，０
００

２０
，５
００
，０
００

２２
，７
２５
，０
００

４
，２
５３
，０
００

３４
，３
８０
，０
００

５
，０
９６
，０
００

２７
，２
４２
，０
００

６
，８
９２
，８
２４
，２
３８

８５
０
，６
００

８５
０
，６
００

９２
，１
３０
，１
２３

９９
，２
５５
，３
２０

３０
２
，７
２１
，４
８０

２
，１
６６
，８
００

１３
０
，７
２４
，０
３７

１５
，５
６８
，０
００

５６
６
，８
１８
，０
００

２０
，５
００
，０
００

３８
８
，８
７２
，０
００

４７
，２
００
，０
００

８
，５
０６
，０
００

６４
，３
０６
，０
００

１０
，１
９２
，０
００

２７
，２
４２
，０
００

２４
，２
２７
，８
９９
，９
５１

５７
６
，２
７９
，０
００

１０
０
，１
５６
，０
００

３０
６
，０
７５
，０
００

２
，２
５０
，０
００

１３
０
，８
２２
，０
００

１５
，５
６８
，０
００

６２
８
，２
５０
，０
００

３７
，０
００
，０
００

３９
２
，３
２８
，０
００

７４
，７
５０
，０
００

８
，５
０６
，０
００

６９
，４
３２
，０
００

１０
，１
９２
，０
００

３６
，０
４２
，０
００

３０
，２
１９
，６
００
，０
００

５７
６
，２
７９
，０
００

県
営
林
道
開
設
事
業
費

山
地
治
山
事
業
費

防
災
林
整
備
事
業
費

水
源
地
域
整
備
事
業
費

災
害
関
連
緊
急

治
山

事
業

費

漁
業
経
営
構
造

改
善

事
業

費

漁
業
取
締
船
建
造
費

漁
港

修
築

費

漁
港
局
部
改
良
費

漁
港
機
能
保
全
費

漁
港
海
岸
保
全

施
設

整
備

費

市
町
漁
港
整
備

事
業

助
成

費

水
産
業
費

土
木
管
理
費

５ １

土
木

費
１０
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（７６）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

４８
５
，２
７９
，０
００

２
，６
０２
，７
０７
，７
１４

４３
８
，６
５３
，３
５５

１
，２
７４
，０
８８
，５
７５

２５
，４
７７
，３
９４

３９
０
，０
５１
，３
４８

２
，０
０４
，５
０２

４２
３
，２
００

３６
１
，９
５２
，５
５９

１
，２
４９
，０
２０

１８
，９
４７
，４
１８

１２
，５
９０
，１
６１

４
，１
９３
，２
５１

２４
，４
９４
，６
１４

未
収

入
特

定
財

源
そ
の
他

１
，４
８８
，２
５２
，１
５０

６
，９
１３
，４
５０

地
方
債

９１
，０
００
，０
００

４
，６
７７
，０
００
，０
００

６５
２
，０
００
，０
００

１
，９
３２
，０
００
，０
００

２２
５
，０
００
，０
００

６１
４
，０
００
，０
００

１２
，０
００
，０
００

１０
，０
００
，０
００

４２
７
，０
００
，０
００

５
，０
００
，０
００

３８
７
，０
００
，０
００

２５
，０
００
，０
００

１３
，０
００
，０
００

１０
７
，０
００
，０
００

国
支
出
金

２
，３
６８
，９
３６
，３
６０

３８
３
，１
４６
，６
４５

１
，１
２３
，９
１１
，４
２５

２１
２
，２
０８
，７
７７

３６
５
，３
０１
，１
１９

１７
，１
１６
，６
１４

１５
，６
３４
，８
００

２４
５
，３
６７
，９
６０

６
，２
４９
，０
２０

既
収
入

特
定
財
源

６１
，７
６３
，０
２６

４２
，０
５２
，５
８２

４
，１
３８
，５
９９

１
，８
０６
，７
４９

１３
，７
６５
，０
９６

翌
年
度

繰
越
額

５７
６
，２
７９
，０
００

１１
，１
９８
，６
５９
，２
５０

１
，４
７３
，８
００
，０
００

４
，３
３０
，０
００
，０
００

４６
２
，６
８６
，１
７１

１
，３
６９
，３
５２
，４
６７

３１
，１
２１
，１
１６

２６
，０
５８
，０
００

１
，０
３４
，３
２０
，５
１９

１２
，４
９８
，０
４０

４４
８
，０
００
，０
００

４１
，７
２８
，７
６０

１９
，０
００
，０
００

１５
２
，１
７３
，１
６０

繰
越
明
許
費

議
決
額

５７
６
，２
７９
，０
００

１４
，２
７５
，５
８７
，０
００

１
，６
５４
，０
００
，０
００

５
，８
９７
，０
００
，０
００

５５
２
，０
１７
，０
００

１
，４
９４
，９
７４
，０
００

４１
，７
９４
，０
００

２６
，０
５８
，０
００

１
，２
６６
，０
８２
，０
００

４７
，５
３０
，０
００

６６
０
，０
００
，０
００

５５
，０
００
，０
００

２２
，０
００
，０
００

２３
５
，０
００
，０
００

事
業
名

県
央
土
木
総
合
事
務
所

等
移
転
事
業
費

国
道

改
築

費

地
方
道
改
築
費

橋
り
ょ
う
補
修
費

道
路
災
害
防
除
費

交
通
安
全
施
設
費

雪
寒
地
域
道
路
事
業
費

道
路
施
設
長
寿
命
化

対
策

事
業

費

災
害
関
連
緊
急

道
路
改
良
事
業
費

い
し
か
わ
広
域
交
流

幹
線

軸
道

路
整
備

事
業

費

観
光
石
川
周
遊
回
廊

整
備

事
業

費

安
全
・
安
心
道
路

整
備

事
業

費

県
単
道
路
改
良
費

項

道
路

橋
り
ょ
う
費

２

款

円
円

円
円

円
円

円
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（７７）

１
，５
００
，０
００

４８
，３
００

４
，４
７５
，４
００

４２
，５
５８
，６
１７

５５
８
，６
０４
，３
１４

８７
，０
２８
，５
９３

３
，２
３１
，９
８０

４
，９
８６
，０
００

８２
，０
００

４
，３
００
，３
５６

１１
７
，４
８０

３３
２
，０
３２
，７
４８

１
，４
８１
，０
００
，０
００

３３
８
，７
００

３１
０
，３
８９
，３
９３

２４
５
，７
００
，０
００

９
，４
９４
，６
２９

５
，０
００
，０
００

３
，０
００
，０
００

２２
，０
００
，０
００

２３
８
，０
００
，０
００

４
，１
１９
，０
００
，０
００

２
，０
５４
，０
００
，０
００

１４
８
，０
００
，０
００

１２
６
，０
００
，０
００

４
，０
００
，０
００

３４
，０
００
，０
００

２８
，０
００
，０
００

４１
２
，０
００
，０
００

５３
８
，０
００
，０
００

３
，４
０２
，６
５３
，０
２７

２
，１
３７
，２
６３
，５
１６

１５
１
，２
３１
，９
８０

３０
，２
１７
，４
９３

２８
８
，３
４２
，５
８２

８
，１
９１
，４
１４

１
，５
１２
，７
８２

１
，４
８１
，０
００
，０
００

６
，５
００
，０
００

３
，３
８７
，０
００

２６
，４
７５
，４
００

２８
０
，５
５８
，６
１７

８
，３
９８
，８
３８
，１
４８

４
，２
７８
，２
９２
，１
０９

３０
２
，４
６３
，９
６０

１３
０
，９
８６
，０
００

４
，０
８２
，０
００

２４
５
，７
００
，０
００

７９
，５
２５
，２
６０

２８
，０
００
，０
００

４１
２
，１
１７
，４
８０

１
，１
５８
，３
７５
，３
３０

１
，８
７４
，０
００
，０
００

７
，０
００
，０
００

６
，３
０４
，０
００

６７
，７
７２
，０
００

３６
９
，０
５６
，０
００

１０
，１
２９
，９
９１
，０
００

５
，２
４３
，７
０８
，０
００

３０
７
，８
７２
，０
００

１３
８
，４
００
，０
００

４
，０
８２
，０
００

３７
５
，７
４１
，０
００

１９
７
，４
１８
，０
００

２８
，０
００
，０
００

４７
９
，４
５５
，０
００

１
，２
６９
，９
１１
，０
００

県
水
送
水
管
耐
震
化

事
業

費

の
と
里
山
海
道

景
観

対
策

費

県
単
道
路
特
別
整
備
費

道
路
環
境
改
善

整
備

事
業

費

災
害
に
強
い
道
路

整
備

事
業

費

広
域
河
川
改
修
費

情
報
基
盤
緊
急

整
備

事
業

費

都
市
基
盤
河
川
改
修
費

県
単
河
川
改
良
費

河
川
改
良
受
託
事
業
費

堰
堤

改
良

費

県
単
河
川
防
災
費

緊
急
県
単
河
川
防
災
費

通
常
砂
防
事
業
費

河
川
海
岸
費

３
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（７８）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

６８
，４
２７
，７
３６

４６
，５
４０
，１
１９

３
，４
５１
，５
８６

１
，１
０１
，６
１６

５９
５
，６
００

６
，７
０８
，５
００

７７
，１
１２
，４
２９

２２
，７
１４
，４
４５

１６
，７
０５
，５
００

２６
，１
３４
，０
００

４
，４
１５
，０
００

２８
６
，６
６７

１
，９
６４
，８
１７

４
，８
９２
，０
００

未
収

入
特

定
財

源
そ
の
他

５５
，１
９４
，７
６４

１３
９
，１
８０
，１
９１

８４
，５
５９
，５
０８

１７
，４
４８
，５
００

１
，１
４３
，３
３３

１６
，２
４７
，８
５０

１９
，７
８１
，０
００

地
方
債

１９
８
，０
００
，０
００

３２
１
，０
００
，０
００

２６
，０
００
，０
００

４９
，０
００
，０
００

７９
，０
００
，０
００

１０
２
，０
００
，０
００

３４
１
，０
００
，０
００

１２
６
，０
００
，０
００

４０
，０
００
，０
００

７２
，０
００
，０
００

１０
，０
００
，０
００

２
，０
００
，０
００

５４
，０
００
，０
００

３７
，０
００
，０
００

国
支
出
金

２６
６
，０
３２
，７
３７

３６
３
，２
０３
，０
４５

５８
，９
０３
，１
７４

１０
７
，４
５８
，５
００

１１
１
，８
４４
，８
８０

５４
，４
８７
，５
４７

１
，４
７０
，０
００

３６
，１
０６
，３
３３

１９
，７
８１
，０
００

既
収
入

特
定
財
源

６
，６
７８
，６
３２

翌
年
度

繰
越
額

５３
２
，４
６０
，４
７３

７９
２
，６
１６
，５
６０

８８
，３
５４
，７
６０

５０
，１
０１
，６
１６

７９
，５
９５
，６
００

２１
６
，１
６７
，０
００

６６
９
，１
３７
，５
００

２８
７
，７
６１
，５
００

７４
，１
５４
，０
００

９８
，１
３４
，０
００

１４
，４
１５
，０
００

４
，９
００
，０
００

１０
８
，３
１９
，０
００

８１
，４
５４
，０
００

繰
越
明
許
費

議
決
額

６４
０
，４
２４
，０
００

９０
２
，９
４２
，０
００

１１
５
，９
８２
，０
００

６５
，１
５７
，０
００

１１
０
，３
９９
，０
００

２５
０
，５
００
，０
００

１
，１
２８
，２
９６
，０
００

３２
７
，８
４０
，０
００

８２
，４
０６
，０
００

１３
４
，３
４７
，０
００

１５
，０
００
，０
００

４
，９
００
，０
００

４４
０
，６
８７
，０
００

１０
３
，１
１６
，０
００

事
業
名

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

急
傾
斜
地
崩
壊

対
策

事
業

費

災
害
関
連
緊
急

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

県
単

土
石

流
対
策

事
業

費

緊
急
土
砂
災
害
対
策
費

海
岸
侵
食
対
策
費

金
沢

港
機

能
強
化

整
備

費

港
湾

修
繕

費

金
沢
港
埋
立
地

整
備

事
業

費

七
尾
港
埋
立
地

整
備

事
業

費

金
沢
港
大
水
深
岸
壁

整
備

促
進

費

港
湾

補
修

費

港
湾
環
境
整
備
費

項

港
湾

費
４

款

円
円

円
円

円
円

円



報
告
第
七
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（７９）

１
，２
０４
，８
０６
，３
７９

３０
９
，６
０５
，４
０５

８３
２
，０
７１
，２
３２

８７
０
，５
３１

３
，２
５８
，４
００

２
，９
４５
，０
００

３
，６
８５
，８
１０

５
，５
８１
，０
００

２１
，４
８５
，５
８９

３
，９
５６
，６
００

２１
，３
４６
，８
１２

９
，８
４０
，０
００

９
，８
４０
，０
００

４０
０
，０
００

１８
１
，７
７４
，０
２０

１７
７
，３
１０
，９
４０

４
，４
６３
，０
８０

８７
６
，０
００
，０
００

４４
５
，０
００
，０
００

１４
，０
００
，０
００

３６
，０
００
，０
００

６３
，０
００
，０
００

５０
，０
００
，０
００

１４
８
，０
００
，０
００

１１
１
，０
００
，０
００

９
，０
００
，０
００

８１
，０
００
，０
００

８１
，０
００
，０
００

１
，０
０９
，３
８９
，９
７１

１１
７
，２
７３
，４
３０

５２
５
，６
４３
，１
３１

６５
，１
８５
，８
１０

５３
，５
８１
，０
００

１３
２
，７
５０
，０
００

１１
４
，９
５６
，６
００

２２
，１
７５
，６
８３

２１
，８
０５
，５
８３

３７
０
，１
００

３
，２
９４
，１
４６
，０
５３

４２
６
，８
７８
，８
３５

２
，０
０１
，８
３０
，８
８６

１９
，７
０３
，７
１１

３９
，２
５８
，４
００

２
，９
４５
，０
００

１３
１
，８
７１
，６
２０

１０
９
，１
６２
，０
００

３０
２
，２
３５
，５
８９

２２
９
，９
１３
，２
００

３０
，３
４６
，８
１２

９０
，８
４０
，０
００

９０
，８
４０
，０
００

４０
０
，０
００

２０
，０
００
，０
００

４
，０
１８
，６
０７
，０
００

４４
９
，５
８４
，０
００

２
，４
７４
，１
４１
，０
００

２７
，１
８０
，０
００

４０
，５
１３
，０
００

３
，０
００
，０
００

１７
２
，３
９１
，０
００

１１
２
，９
００
，０
００

３５
７
，７
９８
，０
００

３３
５
，０
００
，０
００

４６
，１
００
，０
００

９０
，８
４０
，０
００

９０
，８
４０
，０
００

５０
０
，０
００

港
湾
海
岸
高
潮
対
策
費

土
地
区
画
整
理
事
業
費

街
路

事
業

費

県
単
街
路
事
業
費

兼
六
園
下
交
差
点
周
辺

整
備

事
業

費

ま
ち
づ
く
り
支
援

事
業

費

能
登
歴
史
公
園
整
備
費

白
山
ろ
く
テ
ー
マ
パ
ー
ク

整
備

費

金
沢
城
公
園
整
備
費

公
園
施
設
安
全
安
心

対
策

費

県
単
公
園
事
業
費

市
街
地
再
開
発
事
業
費

都
市
計
画
費

建
築
住
宅
費

５ ６

教
育

費
１２



報
告
第
七
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（８０）

左
の

財
源

内
訳

一
般
財
源

４０
０
，０
００

４０
０
，０
００

４
，１
８６
，２
８０

２
，０
１１
，７
６０

５８
８
，０
００

６８
０
，０
００

６８
，０
００

６７
５
，７
６０

２
，１
７４
，５
２０

１
，６
８１
，５
２０

４９
３
，０
００

６
，１
８
２
，１
９
９
，６
８
４

未
収

入
特

定
財

源
そ
の
他

３
，１
３
２
，４
５
９
，０
８
２

地
方
債

３０
３
，０
００
，０
００

２５
，０
００
，０
００

１９
，０
００
，０
００

６
，０
００
，０
００

２７
８
，０
００
，０
００

１６
６
，０
００
，０
００

１１
２
，０
００
，０
００

１３
，５
８８
，０
００
，０
００

国
支
出
金

７２
２
，５
９１
，８
８９

１８
８
，０
７９
，０
８９

１０
３
，４
２５
，０
８９

１
，１
７６
，０
００

３８
，６
１９
，０
００

１５
，７
１６
，０
００

２９
，１
４３
，０
００

５３
４
，５
１２
，８
００

３１
９
，１
００
，８
００

２１
５
，４
１２
，０
００

１３
，８
７９
，７
３０
，４
８１

既
収
入

特
定
財
源

７
８
０
，３
９
０
，６
０
５

翌
年
度

繰
越
額

４０
０
，０
００

４０
０
，０
００

１
，０
２９
，７
７８
，１
６９

２１
５
，０
９０
，８
４９

１０
３
，４
２５
，０
８９

１
，７
６４
，０
００

５８
，２
９９
，０
００

１５
，７
８４
，０
００

３５
，８
１８
，７
６０

８１
４
，６
８７
，３
２０

４８
６
，７
８２
，３
２０

３２
７
，９
０５
，０
００

３７
，５
６２
，７
７９
，８
５２

繰
越
明
許
費

議
決
額

５０
０
，０
００

５０
０
，０
００

１
，５
６５
，１
００
，０
００

２８
７
，８
７０
，０
００

１４
７
，９
７０
，０
００

１
，７
６４
，０
００

５８
，８
９９
，０
００

２２
，１
４５
，０
００

５７
，０
９２
，０
００

１
，２
７７
，２
３０
，０
００

７５
０
，２
２２
，０
００

５２
７
，０
０８
，０
００

４４
，７
５５
，９
５７
，０
００

事
業
名

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

保
存

事
業

費

２９
年
発
生
団
体
営

災
害

復
旧

費

２９
年
発
生
地
す
べ
り

災
害

復
旧

費

２９
年
発
生
林
地
荒
廃

防
止
施
設
災
害
復
旧
費

２９
年
発
生
林
道

災
害

復
旧

費

２９
年
発
生
県
有
林
道

災
害

復
旧

費

２９
年
発
生
土
木
施
設

災
害

復
旧

費

２９
年
発
生
港
湾

災
害

復
旧

費

合
計

項

社
会
教
育
費

農
林
水
産
業

施
設
災
害

復
旧

費

土
木
施
設

災
害
復
旧
費

５ １ ２

款

災
害
復
旧
費

１３

円
円

円
円

円
円

円



報
告
第
八
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
一
般
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（８１）

報
告
第
８
号

平
成
２９
年
度
石
川
県
一
般
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）第
１５
０
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
２９
年
度
石
川
県
一
般
会
計
歳
出
予
算
の
事
故
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告

す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

平
成
２９
年
度
石
川
県
一
般
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越
計
算
書

説
明

豪
雪
に
よ
り
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を
要
し
た

た
め

豪
雪
に
よ
り
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を
要
し
た

た
め

左
の
財
源
内
訳 一
般
財
源

２
，２
０２
，０
００

２
，２
０２
，０
００

２
，２
０２
，０
００

２
，２
０２
，０
００

未
収
入

特
定
財
源

２６
，２
０２
，０
００

２６
，２
０２
，０
００

２６
，２
０２
，０
００

９５
，０
６３
，５
２０

９５
，０
６３
，５
２０

９５
，０
６３
，５
２０

１２
１
，２
６５
，５
２０

既
収
入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

２８
，４
０４
，０
００

２８
，４
０４
，０
００

２８
，４
０４
，０
００

９５
，０
６３
，５
２０

９５
，０
６３
，５
２０

９５
，０
６３
，５
２０

１２
３
，４
６７
，５
２０

支
出
負
担

行
為

予
定
額

左
の

内
訳

支
出

未
済
額

２８
，４
０４
，０
００

２８
，４
０４
，０
００

２８
，４
０４
，０
００

９５
，０
６３
，５
２０

９５
，０
６３
，５
２０

９５
，０
６３
，５
２０

１２
３
，４
６７
，５
２０

支
出
済
額

８０
，６
３６
，８
６７

８０
，６
３６
，８
６７

８０
，６
３６
，８
６７

７３
５
，１
５０
，７
５４

７３
５
，１
５０
，７
５４

７３
５
，１
５０
，７
５４

８１
５
，７
８７
，６
２１

支
出
負
担

行
為
額

１０
９
，０
４０
，８
６７

１０
９
，０
４０
，８
６７

１０
９
，０
４０
，８
６７

８３
０
，２
１４
，２
７４

８３
０
，２
１４
，２
７４

８３
０
，２
１４
，２
７４

９３
９
，２
５５
，１
４１

事
業

名

い
し
か
わ
動
物
園

整
備

費

森
林
整
備
・
林
業

活
性
化
事
業
費

合
計

項

観
光
戦
略

推
進

費

林
業

費

１ ４

款

観
光

費

農
林

水
産
業
費

８ ９

円
円

円
円

円
円

円
円





報
告
第
九
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（８３）

報
告
第
９
号

平
成
２９
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
２９
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
歳
出
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
報
告
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

平
成
２９
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

左
の

財
源

内
訳

一
般
会
計

か
ら
繰
入

未
収

入
特

定
財

源
そ
の
他

地
方
債

国
支
出
金

既
収
入

特
定
財
源

６７
，０
７１
，２
４８

６７
，０
７１
，２
４８

６７
，０
７１
，２
４８

６
７
，０
７
１
，２
４
８

翌
年
度

繰
越
額

６７
，０
７１
，２
４８

６７
，０
７１
，２
４８

６７
，０
７１
，２
４８

６
７
，０
７
１
，２
４
８

繰
越
明
許
費

議
決
額

１６
７
，０
００
，０
００

１６
７
，０
００
，０
００

１６
７
，０
００
，０
００

１
６
７
，０
０
０
，０
０
０

事
業
名

施
設

整
備

費

合
計

項

公
営
競
馬
費

１

款

公
営
競
馬
費

１

円
円

円
円

円
円

円





報
告
第
十
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（８５）

報
告
第
１０
号

平
成
２９
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
２９
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
歳
出
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
報
告
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

平
成
２９
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

左
の

財
源

内
訳

一
般
会
計

か
ら
繰
入

未
収

入
特

定
財

源
そ
の
他

地
方
債

５１
４
，０
００
，０
００

５１
４
，０
００
，０
００

５１
４
，０
００
，０
００

５
１
４
，０
０
０
，０
０
０

国
支
出
金

既
収
入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

５１
４
，０
００
，０
００

５１
４
，０
００
，０
００

５１
４
，０
００
，０
００

５
１
４
，０
０
０
，０
０
０

繰
越
明
許
費

議
決
額

７２
７
，０
００
，０
００

７２
７
，０
００
，０
００

７２
７
，０
００
，０
００

７
２
７
，０
０
０
，０
０
０

事
業
名

整
備

費

合
計

項

整
備

費
２

款

港
湾
整
備

事
業

費
１

円
円

円
円

円
円

円





報
告
第
十
一
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（８７）

報
告
第
１１
号

平
成
２９
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
２９
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
歳
出
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
報
告
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

平
成
２９
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

左
の

財
源

内
訳

一
般
会
計

か
ら
繰
入

未
収

入
特

定
財

源
そ
の
他

４１
，０
７７
，５
９５

４１
，０
７７
，５
９５

１３
，９
１４
，０
９５

１０
，０
９２
，９
００

１７
，０
７０
，６
００

４
１
，０
７
７
，５
９
５

地
方
債

４３
，０
００
，０
００

４３
，０
００
，０
００

１４
，０
００
，０
００

１１
，０
００
，０
００

１８
，０
００
，０
００

４
３
，０
０
０
，０
０
０

国
支
出
金

１０
９
，４
３４
，５
９０

１０
９
，４
３４
，５
９０

３７
，６
８８
，２
３０

２０
，１
８５
，８
００

５１
，５
６０
，５
６０

１
０
９
，４
３
４
，５
９
０

既
収
入

特
定
財
源

翌
年
度

繰
越
額

１９
３
，５
１２
，１
８５

１９
３
，５
１２
，１
８５

６５
，６
０２
，３
２５

４１
，２
７８
，７
００

８６
，６
３１
，１
６０

１
９
３
，５
１
２
，１
８
５

繰
越
明
許
費

議
決
額

１９
３
，５
１５
，０
００

１９
３
，５
１５
，０
００

６５
，６
０３
，０
００

４１
，２
８０
，０
００

８６
，６
３２
，０
００

１
９
３
，５
１
５
，０
０
０

事
業
名

梯
川

処
理

区
建

設
費

大
聖
寺
川
処
理
区

建
設

費

犀
川

処
理

区
建

設
費

合
計

項

建
設

費
１

款

流
域
下
水
道

事
業

費
１

円
円

円
円

円
円

円





報
告
第
十
二
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（８９）

報
告
第
１２
号

平
成
２９
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２７
年
法
律
第
２９
２
号
）
第
２６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
２９
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告

す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

平
成
２９
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方
公
営
企
業
法
第
２６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

説
明

機
器
仕
様
の
調
整
に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

不
用

額

５
，９
６９
，２
１５

５
，９
６３
，１
９３

５
，９
５３
，８
３０

左
の
財
源
内
訳

損
益
勘
定

留
保
資
金

他
会

計
負
担

金

１０
０
，０
００
，０
００

１０
０
，０
００
，０
００

１０
０
，０
００
，０
００

翌
年

度

繰
越

額

１０
０
，０
００
，０
００

１０
０
，０
００
，０
００

１０
０
，０
００
，０
００

支
払
義
務

発
生

額

２１
，５
２２
，７
９３
，７
８５

１９
，６
６０
，９
６４
，８
０７

５
，２
０８
，２
３５
，１
７０

予
算
計
上
額

２１
，６
２８
，７
６３
，０
００

１９
，７
６６
，９
２８
，０
００

５
，３
１４
，１
８９
，０
００

事
業

名

資
産
購
入
費

項

病
院
建
設

改
良
費

１

款 資
本
的

支
出

１

円
円

円
円

円
円

円





報
告
第
十
三
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（９１）

報
告
第
１３
号

平
成
２９
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２７
年
法
律
第
２９
２
号
）
第
２６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
２９
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

報
告
す
る
。

平
成
３０
年
５
月
２９
日
提
出

石
川
県
知
事

谷
本

正
憲

平
成
２９
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方
公
営
企
業
法
第
２６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

説
明

関
係
機
関
と
の
調
整
に
不
測
の
日
数
を
要

し
た
た
め

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

不
用

額

１
，３
００
，５
３９

１
，２
９９
，６
０５

左
の
財
源
内
訳

損
益
勘
定

留
保
資
金

企
業

債

１
，４
８１
，０
００
，０
００

１
，４
８１
，０
００
，０
００

１
，４
８１
，０
００
，０
００

翌
年

度

繰
越

額

１
，４
８１
，０
００
，０
００

１
，４
８１
，０
００
，０
００

１
，４
８１
，０
００
，０
００

支
払
義
務

発
生

額

６
，０
７０
，８
７８
，４
６１

３
，０
１０
，８
５５
，３
９５

２
，５
５９
，０
００
，０
００

予
算
計
上
額

７
，５
５３
，１
７９
，０
００

４
，４
９３
，１
５５
，０
００

４
，０
４０
，０
００
，０
００

事
業

名

送
水
施
設
建
設

改
良
事
業
費

項 建
設

改
良
費

１

款 資
本
的

支
出

１

円
円

円
円

円
円

円



報
告
第
十
三
号

平
成
二
十
九
年
度
石
川
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

（９２）

地
方
公
営
企
業
法
第
２６
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

説
明

資
材
調
達
に
不
測
の
日
数
を
要
し
た
た
め

関
係
機
関
と
の
調
整
に
不
測
の
日
数
を
要

し
た
た
め

翌
年
度
繰
越
額
に

係
る
繰
越
を
要
す

る
た
な
卸
資
産
の

購
入
限
度
額

不
用

額

６５
，７
１２
，３
６６

５８
，１
０２
，８
２４

５４
，１
７２
，９
７２

９０
，０
４９

左
の
財
源
内
訳

損
益
勘
定

留
保
資
金

７６
，７
５０
，８
００

７６
，７
５０
，８
００

７６
，７
５０
，８
００

受
託
工
事

収
益

２０
，８
６８
，９
６１

２０
，８
６８
，９
６１

２０
，８
６８
，９
６１

翌
年

度

繰
越

額

９７
，６
１９
，７
６１

９７
，６
１９
，７
６１

７６
，７
５０
，８
００

２０
，８
６８
，９
６１

支
払
義
務

発
生

額

５
，６
２８
，６
２７
，８
７３

５
，５
０４
，６
９８
，４
１５

５
，２
８６
，６
６３
，２
２８

５１
，３
００
，９
９０

予
算
計
上
額

５
，７
９１
，９
６０
，０
００

５
，６
６０
，４
２１
，０
００

５
，４
１７
，５
８７
，０
００

７２
，２
６０
，０
００

事
業

名

原
水
費
、
浄
水

費
及
び
送
水
費

受
託
工
事
費

項 営
業

費
用

１

款 水
道
用

水
供
給

事
業

費
用

１

円
円

円
円

円
円

円


	空白ページ

